
タクシー「サービス向上」「安心利用」推進法による制度変更のポイント

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：認 可 制

◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

◆ 新規参入・増車 ： 禁 止

◆ 強制力ある供給削減措置

◆ 公定幅運賃（下限割れには変更命令）

事業者計画

特定地域（大臣指定・運審諮問）

営業方法による
削減の申出

準特定地域（大臣指定）

独禁法適用除外

新旧

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：認 可 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

特 定 地 域 （ 大 臣 指 定 ）

地域計画

独禁法適用 協議会

地域計画

ਉ

ಋ

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：届 出 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

ਉ

ಋ

◆ 新規参入：許 可 制

◆ 増 車：届 出 制

◆ 自動認可運賃（下限割れには厳正な審査）

活性化事業計画

協議会

新規参入・
増車への意見

地域計画

認
可

認
定

協議会
認
可

特 措 法

特定事業計画
認
定

全てのインサイ
ダー事業者が事業
者計画の認可を受

期間３年 期間３年期間３年

事業者 事業者事業者

独禁法適用

資料１

事業者計画

アウトサイダー
事業者

新規参入の許可
増車の認可

（自主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

全国 指定地域
（政令で指定）

特定指定地域
（政令で指定）

― 登録制
〔講習〕

登録制
〔試験〕

国

タ ク 特 法

道 路 運 送 法 ◆ 過労運転防止措置の義務付け
過労運転の防止に関する規定を省令から法律に引き上げ

◆ 事業者に対する適正化事業の実施
貨物自動車運送事業法と同主旨の規定を整備

―

営業方法による削減の
勧告・命令

活性化事業計画

事業者 国

可 定特定事業計画 定 ダー事業者が事業
者計画の認可を受
けることが必須

全国 指定地域
（告示で指定）

特定指定地域
（告示で指定）

登録制
〔試験〕

登録制
〔試験〕

登録制
〔講習〕

意見聴取

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

※指定事由がなくなったと認める
ときは指定期間に関わらず解除

（自主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）

（自主的な需要活性化策と
併せて供給削減措置を実施）



改正法附則第２条

この法律の施行の際現に第１条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動

車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（以下「旧特定地域特措法」という。）

第３条第１項の規定により特定地域として指定されている地域（以下「旧特定地域」という。）

については、旧特定地域特措法（これに基づく命令を含む。）の規定は、同項の規定により

定められた期間が満了するまでの間（旧特定地域が、第１条の規定による改正後の特定地域

及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置

法（以下「新特定地域等特措法」という。）第３条第１項の規定により特定地域として指定

され、又は新特定地域等特措法第３条の２第１項の規定により準特定地域として指定された

ときは、新特定地域等特措法第３条第１項又は第３条の２第１項の規定による指定が行われ

るまでの間。次項において同じ。）、 なおその効力を有する。

２ 旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第４条第１項の規定

により定められている基本方針は、旧特定地域特措法第３条第１項の規定により定められた

期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

改正法附則第３条

旧特定地域について、新特定地域等特措法第３条第１項の規定により特定地域として指定

され、又は新特定地域等特措法第３条の２第１項の規定により準特定地域として指定された

際現に旧特定地域特措法第８条第１項の規定により組織されている協議会（以下「旧協議会」

という。）であって、新特定地域等特措法第８条第３項の基準に適合するものは、同条第１

項の規定により組織された協議会（以下「新協議会」という。）とみなす。

改正法附則第４条

旧特定地域について新特定地域等特措法第３条の２第１項の規定により準特定地域として

指定された際現に旧特定地域特措法第９条第１項の規定により作成されている地域計画（前

条の規定により新協議会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」

という。）であって、新特定地域等特措法第４条第１項の規定に基づき定められた基本方針

に適合するものは、新特定地域等特措法第９条第１項の規定により作成された準特定地域計

画（次条において単に「準特定地域計画」という。）とみなす。

新法第３条（特定地域の指定）

国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰（供給

輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。）であると認める場合であっ

て、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域

における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持

し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての

機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心とし

て一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認め

るときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。

（１）事業用自動車１台当たりの収入の状況

（２）法令の違反その他の不適正な運営の状況

（３）事業用自動車の運行による事故の発生の状況

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間

が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指

定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更

に延長しようとするときも、同様とする。



《参考条文抜粋》 資料２

３ 国土交通大臣は、特定地域について第１項に規定する指定の事由がなくなったと認める

ときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

４ 第１項の規定による指定、第２項の規定による期限の延長及び前項の規定による指定の

解除は、告示によって行う。

５ 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第１項の規定による指定

及び第２項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。

６ 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当

該市町村について第１項の規定による指定及び第２項の規定による期限の延長を行うよう

要請することができる。

新法第３条の２（準特定地域の指定）

国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とな

るおそれがあると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の前

条第１項各号に掲げる状況に照らして、当該地域の輸送需要に的確に対応しなければ、一般

乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保

することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することができなくなるおそ

れがあるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業

の適正化及び活性化を推進することが必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間

を定めて準特定地域として指定することができる。

２ 前条第２項から第６項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。

新法第８条（協議会）

特定地域及び準特定地域において、関係地方公共団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業

者等、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体及び地域住民は、

次条第１項に規定する特定地域計画の作成及び当該特定地域計画の実施に係る連絡調整並び

に第９条第１項に規定する準特定地域計画の作成及び当該準特定地域計画の実施に係る連絡

調整その他当該特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化の推進に関し必要な協議を行うための協議会（以下単に「協議会」という。）を組織

することができる。

２ 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることが

できる。

（１）一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を営む者

（２）学識経験を有する者

（３）その他協議会が必要と認める者

３ 協議会は、第１項に規定する者が任意に加入し、又は脱退することができ、かつ、前項

の規定に基づき構成員として加えた者が任意に脱退することができるものでなければなら

ない。

４ 前３項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。



資料3-1

埼玉県県南中央交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱

改正案 現行

埼玉県県南中央交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱 埼玉県県南中央交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱

制定 平成２１年１１月２６日 制定 平成２１年１１月２６日

改正 平成２４年１２月２０日 改正 平成２４年１２月２０日

改正 平成２６年 １月２４日 改正 平成２６年 １月２４日

改正 平成２６年 ○月 ○日

（目的） （目的）

第１条 埼玉県県南中央交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、 第１条 埼玉県県南中央交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼 （平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉県県南中央交

玉県県南中央交通圏（以下「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心と 通圏（以下「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特定地

して、当該準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅 域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性

客自動車運送事業をいう。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進 化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、

することにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発揮 地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の

できるようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するもの 作成等を行うために設置するものとする。

とする。

（定義） （定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。 組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。 組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成 (1) 地域計画の作成

(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整 (2) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における ① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該

当該事業の関係者の招集 事業の関係者の招集

② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必 ② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な

要な協力の要請 協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係 ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡

る連絡調整 調整



(3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲 (3) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

げる事項の協議 る事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９年１月２ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２７年９月３

６日までとする。 ０日までとする。

（注）（１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）は、同条第２項に規 （注）（１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）は、同条第２項に規

定する構成員。 定する構成員。

(1) 関東運輸局長又はその指名する者

(1) 関係地方公共団体の長 (2) 関係地方公共団体の長

① 埼玉県知事又はその指名する者

② さいたま市長又はその指名する者

③ 鴻巣市長又はその指名する者

(2) タクシー事業者等 (3) タクシー事業者等

① 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 会長

② 株式会社つばめタクシー 代表取締役

③ 株式会社ツバメタクシー 代表取締役

④ ツルヤ交通株式会社 代表取締役

⑤ 長谷川タクシー有限会社 常務取締役

⑥ 第三交通株式会社 代表取締役

⑦ 埼玉県個人タクシー協会 会長

(3) 労働組合等 (4) 労働組合等

① 全国自動車交通労働組合埼玉地方連合会を代表する者

② 関東旅客自動車交通労働組合連合会埼玉地方連合会を代表する者

③ 交通労連埼玉交通運輸労働組合を代表する者

④ 全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会を代表する者

(4) 地域住民 (5) 地域住民

① さいたま商工会議所 専務理事

② 鴻巣市商工会 会長

(5) その他協議会が必要と認める者 (6) その他協議会が必要と認める者

① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長 ① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長

② 埼玉県警察本部交通部交通規制課長 ② 埼玉県警察本部交通部交通規制課長

③ 埼玉県警察本部交通部交通指導課長 ③ 埼玉県警察本部交通部交通指導課長

④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長 ④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長

⑤ 学識経験者（東洋大学 総合情報学部教授 尾崎 晴男）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで ２ 協議会は、前項の(2)～(5)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで

きるものとし、かつ、前項の(5)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。 きるものとし、かつ、前項の(6)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと ３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと

する。 する。

ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議 ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議

会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参 会開催日の１０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画

画できるものとする。 できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に ４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に



より示すものとする。 より示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ３ 会長の任期は平成２７年９月３０日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 ６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２７年９月３０日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会

長が割り振るものとする。

10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす ９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす

る。 る。

(1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項（2）及び（3）に掲げる構成員はその区 (1) 会長の選出を議決する場合 法第８条第１項に掲げる協議会の構成員において、タ

分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの クシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、法第８条２項

とし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 に掲げる協議会の構成員においては、行政機関毎に１個の議決権とし、その他の構成

員については各自１個の議決権を与える。合計１１個の議決権とし、議決権の過半数

以上に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 (2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関東運輸局埼玉運輸支局長が合意していること。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意する ② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意して

こと。 いること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に ③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所

配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者 に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業

が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で

あること。 あること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっているタク ④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっている

シー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、 タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計

協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業

当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で

ること。 あること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。 ⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意しているこ

と。

(3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと (3) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

をもって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ① (2)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。
② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置す ② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ

るタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタク ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の

シー車両の総台数の過半数であること。 総台数の過半数であること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意すること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意していること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過半 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）



数が合意すること。 の過半数が合意していること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定めら ⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ

れた事業の実施主体とされたものが合意すること。 た事業の実施主体とされたものが合意していること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって (4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、(1)の議決方法を持って決することとする。
行う。

① 会長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数

の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（3）に掲げる構成員はその区分

毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの

とし、過半数が合意すること。

11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。 10 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも 11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも

のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと

するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議 12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議

決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前までにその 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の３０日前までにその

旨を公表するものとする。 旨を公表するものとする。

15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 14 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のな

い場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び

賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」

とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」

とする。

（1）新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（2）公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（その他） （その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議 第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。 会に諮り定める。



資料3-2

埼玉県県南西部交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱

改正案 現行

埼玉県県南西部交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱 埼玉県県南西部交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱

制定 平成２１年１１月２６日 制定 平成２１年１１月２６日

改正 平成２４年 ３月１６日 改正 平成２４年 ３月１６日

改正 平成２４年１２月２０日 改正 平成２４年１２月２０日

改正 平成２６年 １月２４日 改正 平成２６年 １月２４日

改正 平成２６年 ○月 ○日

（目的） （目的）

第１条 埼玉県県南西部交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、 第１条 埼玉県県南西部交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼 （平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉県県南西部交

玉県県南西部交通圏（以下「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心と 通圏（以下「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特定地

して、当該準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅 域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性

客自動車運送事業をいう。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進 化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、

することにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発揮 地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の

できるようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するもの 作成等を行うために設置するものとする。

とする。

（定義） （定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。

３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。 組織する団体をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。

５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。 組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成 (1) 地域計画の作成

(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整 (2) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における ① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該

当該事業の関係者の招集 事業の関係者の招集

② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必 ② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な

要な協力の要請 協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係 ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡

る連絡調整 調整



(3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲 (3) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

げる事項の協議 る事項の協議

① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法

② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９年１月２ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２７年９月３

６日までとする。 ０日までとする。

（注）（１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）は、同条第２項に規 （注）（１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）は、同条第２項に規

定する構成員。 定する構成員。

(1) 関東運輸局長又はその指名する者

(1) 関係地方公共団体の長 (2) 関係地方公共団体の長

① 埼玉県知事又はその指名する者

② 川越市長又はその指名する者

③ 志木市長又はその指名する者

④ 鶴ヶ島市長又はその指名する者

⑤ 新座市長又はその指名する者

⑥ 越生町長又はその指名する者

⑦ ときがわ町長又はその指名する者

(2) タクシー事業者等 (3) タクシー事業者等

① 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 会長

② 朝霞交通有限会社 代表取締役

③ 緑交通株式会社 代表取締役

④ 株式会社越生タクシー 代表取締役

⑤ 株式会社川乗三和 代表取締役

⑥ 有限会社小川観光タクシー 代表取締役

⑦ 西武ハイヤー株式会社 常務取締役

⑧ 埼玉県個人タクシー協会 会長

(3) 労働組合等 (4) 労働組合等

① 全国自動車交通労働組合埼玉地方連合会を代表する者

② 関東旅客自動車交通労働組合連合会埼玉地方連合会を代表する者

③ 全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会を代表する者

(4) 地域住民 (5) 地域住民

① 川越商工会議所 専務理事

② 朝霞市商工会 副会長

③ 社団法人小江戸川越観光協会 会長

(5) その他協議会が必要と認める者 (6) その他協議会が必要と認める者

① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長 ① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長

② 埼玉県警察本部交通部交通規制課長 ② 埼玉県警察本部 交通部 交通規制課長

③ 埼玉県警察本部交通部交通指導課長 ③ 埼玉県警察本部 交通部 交通指導課長

④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長 ④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長

⑤ 学識経験者（東洋大学 総合情報学部教授 尾崎 晴男）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで ２ 協議会は、前項の(2)～(5)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで

きるものとし、かつ、前項の(5)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。 きるものとし、かつ、前項の(6)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。



３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと ３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと

する。 する。

ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議 ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議

会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参 会開催日の１０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画

画できるものとする。 できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に ４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に

より示すものとする。 より示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ３ 会長の任期は平成２７年９月３０日までとする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 ６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２７年９月３０日までとする。

９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会

長が割り振るものとする。

10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす ９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす

る。 る。

(1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項（2）及び（3）に掲げる構成員はその区 (1) 会長の選出を議決する場合 法第８条第１項に掲げる協議会の構成員において、タ

分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの クシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、法第８条２項

とし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 に掲げる協議会の構成員においては、行政機関毎に１個の議決権とし、その他の構成

員については各自１個の議決権を与える。合計１６個の議決権とし、議決権の過半数

以上に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 (2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関東運輸局埼玉運輸支局長が合意していること。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意する ② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意して

こと。 いること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に ③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所

配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者 に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業

が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で

あること。 あること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっているタク ④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっている

シー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、 タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計

協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業

当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で

ること。 あること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。 ⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意しているこ

と。

(3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと (3) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

をもって行う。 ① (2)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。



① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ

② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置す ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両

るタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタク の総台数の過半数であること。

シー車両の総台数の過半数であること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意していること。

③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意すること。 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過 の過半数が合意していること。

半数が合意すること。 ⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定めら た事業の実施主体とされたものが合意していること。

れた事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって (4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、(1)の議決方法を持って決することとする。
行う。

① 会長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数

の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配

置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（3）に掲げる構成員はその区分

毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの

とし、過半数が合意すること。

11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。 10 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも 11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも

のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと

するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議 12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議

決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前までにその 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の３０日前までにその

旨を公表するものとする。 旨を公表するものとする。

15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 14 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のな

い場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び

賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」

とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」

とする。

（1）新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（2）公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（その他） （その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議 第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。 会に諮り定める。



資料3-3

埼玉県県南東部交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱

改正案 現行

埼玉県県南東部交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱 埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱
制定 平成２２年５月２７日 制定 平成２２年５月２７日
改正 平成２４年３月１６日 改正 平成２４年３月１６日

改正 平成２５年５月１６日 改正 平成２５年５月１６日
改正 平成２６年１月２４日 改正 平成２６年１月２４日
改正 平成２６年○月○○日

（目的） （目的）
第１条 埼玉県県南東部交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、 第１条 埼玉県県南東部交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
関する特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、 （平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉県県南東部交
埼玉県県南東部交通圏（以下「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心 通圏（以下「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特定地

として、当該準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用 域の一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性
旅客自動車運送事業をいう。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推 化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、
進することにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発 地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の
揮できるようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するも 作成等を行うために設置するものとする。

のとする。

（定義） （定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。
２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。
３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。 組織する団体をいう。
４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。
５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。 組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）
第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成 (1) 地域計画の作成
(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整 (2) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における ① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該

当該事業の関係者の招集 事業の関係者の招集
② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必 ② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な
要な協力の要請 協力の要請



③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係 ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡
る連絡調整 調整

(3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲 (3) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

げる事項の協議 る事項の協議
① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法
② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）
第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９年１月２ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２８年３月３
６日までとする。 １日までとする。

（注）（１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）は、同条第２項に規 （注）（１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）は、同条第２項に規
定する構成員。 定する構成員。

(1) 関東運輸局長又はその指名する者

(1) 関係地方公共団体の長 (2) 関係地方公共団体の長
① 埼玉県知事又はその指名する者
② 春日部市長又はその指名する者

③ 越谷市長又はその指名する者
④ 草加市長又はその指名する者
⑤ 蓮田市長又はその指名する者
⑥ 八潮市長又はその指名する者

⑦ 吉川市長又はその指名する者
⑧ 白岡市長又はその指名する者
⑨ 杉戸町長又はその指名する者

⑩ 松伏町長又はその指名する者
(2) タクシー事業者等 (3) タクシー事業者等

① 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 会長

② 太平交通株式会社 代表取締役
③ 飛鳥交通春日部株式会社 代表取締役
④ 協栄交通有限会社 代表取締役

⑤ 松伏交通有限会社 代表取締役
⑥ 幸手タクシー有限会社 代表取締役
⑦ 埼玉県個人タクシー協会 会長

(3) 労働組合等 (4) 労働組合等

① 全国自動車交通労働組合埼玉地方連合会を代表する者
② 関東旅客自動車交通労働組合連合会埼玉地方連合会を代表する者
③ 交通労連埼玉交通運輸労働組合を代表する者

④ 全国自動車交通労働組合総連合会埼玉地方連合会を代表する者
(4) 地域住民 (5) 地域住民

① 春日部商工会議所 専務理事

② 杉戸町商工会 会長
(5) その他協議会が必要と認める者 (6) その他協議会が必要と認める者

① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長 ① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長
② 埼玉県警察本部交通部交通規制課長 ② 埼玉県警察本部交通部交通規制課長



③ 埼玉県警察本部交通部交通指導課長 ③ 埼玉県警察本部交通部交通指導課長
④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長 ④ 東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 企画室 企画調整課長
⑤ 学識経験者（東洋大学 総合情報学部教授 尾崎 晴男）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで ２ 協議会は、前項の(2)～(5)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで
きるものとし、かつ、前項の(5)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。 きるものとし、かつ、前項の(6)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと ３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと
する。 する。

ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議 ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議
会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参 会開催日の１０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画
画できるものとする。 できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に ４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に
より示すものとする。 より示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）
第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。
２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ３ 会長の任期は平成２８年３月３１日までとする。
４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。
６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 ６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。

７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。
８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２８年３月３１日までとする。
９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会

長が割り振るものとする。
10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす ９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす
る。 る。

(1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項（2）及び（3）に掲げる構成員はその区 (1) 会長の選出を議決する場合 法第８条第１項に掲げる協議会の構成員において、タ
分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの クシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、法第８条２項
とし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 に掲げる協議会の構成員においては、行政機関毎に１個の議決権とし、その他の構成

員については各自１個の議決権を与える。合計１８個の議決権とし、議決権の過半数
以上に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 (2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。
① 関東運輸局埼玉運輸支局長が合意していること。

① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意する ② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意して
こと。 いること。
② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に ③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所

配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者 に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業
が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で
あること。 あること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっているタク ④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっている
シー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、 タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計
協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業
当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で



ること。 あること。
④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。
⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。 ⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意しているこ
と。

(3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと (3) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。
をもって行う。 ① (2)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ
② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置す ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両
るタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタク の総台数の過半数であること。

シー車両の総台数の過半数であること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意していること。
③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意すること。 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）
④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過 の過半数が合意していること。

半数が合意すること。 ⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ
⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定めら た事業の実施主体とされたものが合意していること。
れた事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって (4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、(1)の議決方法を持って決することとする。
行う。
① 会長が合意すること。
② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数

の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配
置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。
③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（3）に掲げる構成員はその区分

毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの
とし、過半数が合意すること。

11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。 10 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも 11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも
のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと
するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議 12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議
決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前までにその 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の３０日前までにその
旨を公表するものとする。 旨を公表するものとする。

15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 14 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。
また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。

16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のな

い場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び
賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。
なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」

とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」
とする。

（1）新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決
（2）公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決



（その他） （その他）
第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議 第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議

会に諮り定める。 会に諮り定める。



資料3-4

埼玉県県北交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱

改正案 現行

埼玉県県北交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱 埼玉県県北交通圏タクシー特定地域協議会設置要綱
制定 平成２１年１０月２８日 制定 平成２１年１０月２８日
改正 平成２１年１１月１９日 改正 平成２１年１１月１９日

改正 平成２４年１２月２０日 改正 平成２４年１２月２０日
改正 平成２６年 １月２４日 改正 平成２６年 １月２４日
改正 平成２６年 ○月○○日

（目的） （目的）
第１条 埼玉県県北交通圏タクシー準特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特 第１条 埼玉県県北交通圏タクシー特定地域協議会（以下「協議会」という。）は、特定

定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す 地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平
る特別措置法（平成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉 成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、埼玉県県北交通圏（以
県県北交通圏（以下「準特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、 下「特定地域」という。）の関係者の自主的な取組を中心として、当該特定地域の一般

当該準特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅客自動 乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進
車運送事業をいう。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進するこ することにより、一般乗用旅客自動車運送（以下「タクシー」という。）が、地域公共
とにより、一般乗用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できる 交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要となる地域計画の作成等を
ようにするために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとす 行うために設置するものとする。

る。

（定義） （定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。 第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。
２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。 ２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をいう。
３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の ３ この要綱において「タクシー事業者等」とは、タクシー事業者及びタクシー事業者の

組織する団体をいう。 組織する団体をいう。
４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。 ４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団体をいう。
５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は ５ この要綱において「地域住民」とは、タクシーを利用する地域住民に身近な団体又は

組織の代表者をいう。 組織の代表者をいう。

（実施事項） （実施事項）
第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。 第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成 (1) 地域計画の作成
(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整 (2) 次に掲げる地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における ① 地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合における当該

当該事業の関係者の招集 事業の関係者の招集
② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必 ② 地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する必要な
要な協力の要請 協力の要請



③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施に係 ③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める地域計画の実施に係る連絡
る連絡調整 調整

(3) 準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲 (3) 特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

げる事項の協議 る事項の協議
① 協議会の運営方法 ① 協議会の運営方法
② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項 ② ①に掲げるもののほか、協議会の運営等に必要と認める事項

（協議会の構成員） （協議会の構成員）
第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２９年１月２ 第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とし、任期は平成２７年９月３
６日までとする。 ０日までとする。

（注）（１）～（４）は、法第８条第１項に規定する構成員、（５）は、同条第２項に規 （注）（１）～（５）は、法第８条第１項に規定する構成員、（６）は、同条第２項に規
定する構成員。 定する構成員。

(1) 関東運輸局長又はその指名する者

(1) 関係地方公共団体の長 (2) 関係地方公共団体の長
① 埼玉県知事又はその指名する者
② 加須市長又はその指名する者

③ 行田市長又はその指名する者
④ 熊谷市長又はその指名する者
⑤ 羽生市長又はその指名する者
⑥ 深谷市長又はその指名する者

⑦ 本庄市長又はその指名する者
⑧ 上里町長又はその指名する者
⑨ 寄居町長又はその指名する者

(2) タクシー事業者等 (3) タクシー事業者等
① 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会 会長
② 昭和タクシー株式会社 代表取締役

③ ミツワ交通株式会社 代表取締役
④ 七福タクシー有限会社 代表取締役
⑤ 本庄タクシー株式会社 代表取締役

(3) 労働組合等 (4) 労働組合等
① 全国自動車交通労働組合埼玉地方連合会を代表する者
② 関東旅客自動車交通労働組合連合会埼玉地方連合会を代表する者
③ 国際十王交通株式会社労働組合を代表する者

(4) 地域住民 (5) 地域住民
① 熊谷商工会議所 専務理事
② 本庄商工会議所 専務理事

③ くまがやくらしの会 会長
(5) その他協議会が必要と認める者 (6) その他協議会が必要と認める者

① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長 ① 埼玉労働局 労働基準部 監督課長

② 埼玉県警察本部 交通部 交通規制課長 ② 埼玉県警察本部 交通部 交通規制課長
③ 埼玉県警察本部 交通部 交通指導課長 ③ 埼玉県警察本部 交通部 交通指導課長
④ 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 総務部 企画室副課長 ④ 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 総務部 企画室副課長
⑤ 学識経験者（東洋大学 総合情報学部教授 尾崎 晴男）



２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで ２ 協議会は、前項の(2)～(5)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退することがで
きるものとし、かつ、前項の(5)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。 きるものとし、かつ、前項の(6)の区分に掲げる者が任意に脱退できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと ３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、事務局長に申し出をするものと

する。 する。
ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議 ただし、第５条第１３項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、協議

会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参 会開催日の１０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成員として参画
画できるものとする。 できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に ４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表形式等に
より示すものとする。 より示すものとする。

（協議会の運営） （協議会の運営）
第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。 第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。
２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。 ２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ３ 会長の任期は平成２７年９月３０日までとする。
４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。 ４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
５ 協議会には事務局を設置する。 ５ 協議会には事務局を設置する。

６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。 ６ 事務局には事務局長をおく。事務局長は会長が指名し、協議会に報告する。
７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。 ７ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。
８ 事務局長の任期は平成２９年１月２６日までとする。 ８ 事務局長の任期は平成２７年９月３０日までとする。
９ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限として会

長が割り振るものとする。
10 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす ９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとす
る。 る。

(1) 会長の選出を議決する場合 第４条第１項（2）及び（3）に掲げる構成員はその区 (1) 会長の選出を議決する場合 法第８条第１項に掲げる協議会の構成員において、タ
分毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの クシー事業者等及び労働組合等はそれぞれ種別毎に１個の議決権とし、法第８条２項
とし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。 に掲げる協議会の構成員においては、行政機関毎に１個の議決権とし、その他の構成

員については各自１個の議決権を与える。合計１８個の議決権とし、議決権の過半数
以上に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。 (2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

① 関東運輸局埼玉運輸支局長が合意していること。
① 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意する ② 協議会の構成員である地方公共団体の長又はその指名する者が全て合意して
こと。 いること。
② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に ③ 設置要綱の変更について合意しているタクシー事業者が特定地域内の営業所

配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者 に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業
が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で
あること。 あること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっているタク ④ 設置要綱の変更について合意しているタクシー協会等の構成員となっている
シー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、 タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計
協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業

当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であ 者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数で
ること。 あること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑤ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意していること。
⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。 ⑥ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意していること。



⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。 ⑦ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意しているこ
と。

(3) 準特定地域計画の作成及び変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと (3) 地域計画を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもって行う。

をもって行う。 ① (2)①から⑥までに掲げる要件を満たしていること。
① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。 ② 地域計画に合意したタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシ
② 準特定地域計画に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置す ー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両
るタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に配置されるタク の総台数の過半数であること。

シー車両の総台数の過半数であること。 ③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意していること。
③ 協議会の構成員である関係行政機関が合意すること。 ④ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）
④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の過 の過半数が合意していること。

半数が合意すること。 ⑤ 法第８条第２項各号に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ
⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定めら た事業の実施主体とされたものが合意していること。
れた事業の実施主体とされたものが合意すること。 (4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、(1)の議決方法を持って決することとする。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合、次に掲げる要件を全て満たすことをもって
行う。
① 会長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数
の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配
置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。
③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項（3）に掲げる構成員はその区分

毎に１個の議決権を、その他の構成員については、各自１個の議決権を与えるもの
とし、過半数が合意すること。

11 協議会は、準特定地域計画作成後も定期的に開催することとする。 10 協議会は、地域計画作成後も定期的に開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも 11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することができるも
のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと のとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求することができるものと
するが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。 するが、協議会開催の是非は会長は決めるものとする。

13 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議 12 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時及び場所、議題、協議の概要、議
決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。 決事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。

14 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前までにその 13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の３０日前までにその

旨を公表するものとする。 旨を公表するものとする。
15 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。 14 協議会は、協議会の構成員の過半数の出席がなければ成立しないものとする。

また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。 また、必要に応じて代理出席を認めることができるものとする。
16 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する余裕のな

い場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び
賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えることができる。
なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３０日前」

とあるのは「３日前」とし、第５条第１４項中の「４５日前」とあるのは「１０日前」
とする。

（1）新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（2）公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出の議決

（その他） （その他）
第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議 第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議



会に諮り定める。 会に諮り定める。



















１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 40 秒 Ａ （上限運賃） 3,220 円

Ｂ 90 円 1 分 40 秒 Ｂ 3,180 円

Ｃ 90 円 1 分 45 秒 Ｃ 3,140 円

Ｄ 90 円 1 分 45 秒 Ｄ 3,100 円

Ｅ 90 円 1 分 45 秒 Ｅ 3,060 円

Ｆ 90 円 1 分 50 秒 Ｆ 3,020 円

Ｇ 90 円 1 分 50 秒 Ｇ 2,980 円

90 円 1 分 50 秒 2,940 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 45 秒 Ａ （上限運賃） 3,060 円

Ｂ 90 円 1 分 50 秒 Ｂ 3,020 円

Ｃ 90 円 1 分 50 秒 Ｃ 2,980 円

Ｄ 90 円 1 分 50 秒 Ｄ 2,940 円

Ｅ 90 円 1 分 55 秒 Ｅ 2,900 円

Ｆ 90 円 1 分 55 秒 Ｆ 2,860 円

90 円 1 分 55 秒 2,820 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 55 秒 Ａ （上限運賃） 2,900 円

Ｂ 90 円 1 分 55 秒 Ｂ 2,860 円

Ｃ 90 円 1 分 55 秒 Ｃ 2,820 円

Ｄ 90 円 2 分 0 秒 Ｄ 2,780 円

Ｅ 90 円 2 分 0 秒 Ｅ 2,740 円

90 円 2 分 0 秒 2,700 円

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分 3,220 円790　円 271 ｍ 90 円

加 算 運 賃 加算運賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分

埼玉県Ａ地区　自動認可運賃・料金表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃

2.0㎞

780　円 275 ｍ 90 円 運 賃

30 分

3,180 円

運 賃 770　円 280 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,140 円

運 賃

760　円 285 ｍ 90 円 運 賃

30 分

3,100 円

運 賃 750　円 290 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,060 円

運 賃

740　円 295 ｍ 90 円 運 賃

2,940 円

3,020 円

運 賃 730　円 300 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,980 円

運 賃

720　円

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

305 ｍ 90 円 30 分

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

30 分

3,060 円

運 賃 740　円 295 ｍ 90 円 運 賃 3,020 円

750　円 290 ｍ 90 円 30 分

運 賃 730　円 300 ｍ 90 円 2,980 円

2,940 円

運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 30 分

305 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃 710　円 310 ｍ 90 円

運 賃 720　円

30 分 2,820 円

運 賃 700　円 314 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,860 円

690　円 319 ｍ 90 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

710　円 310 ｍ 90 円 30 分 2,900 円

運 賃 690　円 319 ｍ 90 円

30 分運 賃 700　円 314 ｍ 90 円 運 賃

30 分

324 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃

2,860 円

2,820 円

2,780 円

運 賃 670　円 329 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,740 円

運 賃 680　円

660　円 334 ｍ 90 円 30 分 2,700 円下 限 運 賃 下 限 運 賃



１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 40 秒 Ａ （上限運賃） 3,220 円

Ｂ 90 円 1 分 40 秒 Ｂ 3,180 円

Ｃ 90 円 1 分 40 秒 Ｃ 3,140 円

Ｄ 90 円 1 分 45 秒 Ｄ 3,100 円

Ｅ 90 円 1 分 45 秒 Ｅ 3,060 円

Ｆ 90 円 1 分 45 秒 Ｆ 3,020 円

Ｇ 90 円 1 分 50 秒 Ｇ 2,980 円

Ｈ 90 円 1 分 50 秒 Ｈ 2,940 円

90 円 1 分 55 秒 2,900 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 45 秒 Ａ （上限運賃） 3,060 円

Ｂ 90 円 1 分 45 秒 Ｂ 3,020 円

Ｃ 90 円 1 分 50 秒 Ｃ 2,980 円

Ｄ 90 円 1 分 50 秒 Ｄ 2,940 円

Ｅ 90 円 1 分 55 秒 Ｅ 2,900 円

Ｆ 90 円 1 分 55 秒 Ｆ 2,860 円

Ｇ 90 円 1 分 55 秒 Ｇ 2,820 円

90 円 2 分 0 秒 2,780 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 55 秒 Ａ （上限運賃） 2,900 円

Ｂ 90 円 1 分 55 秒 Ｂ 2,860 円

Ｃ 90 円 1 分 55 秒 Ｃ 2,820 円

Ｄ 90 円 2 分 0 秒 Ｄ 2,780 円

Ｅ 90 円 2 分 0 秒 Ｅ 2,740 円

Ｆ 90 円 2 分 0 秒 Ｆ 2,700 円

90 円 2 分 5 秒 2,660 円

2,700 円

650　円 336 ｍ 90 円

運 賃 680　円

30 分 2,660 円

運 賃 660　円 331 ｍ 90 円 運 賃 30 分

2,860 円

2,820 円

2,780 円

運 賃 670　円 326 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,740 円

運 賃

30 分

322 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃

2,900 円

運 賃 690　円 317 ｍ 90 円

30 分運 賃 700　円 312 ｍ 90 円

710　円 308 ｍ 90 円 30 分

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

680　円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

690　円 317 ｍ 90 円 運 賃

2,780 円

30 分

322 ｍ 90 円 30 分

2,860 円

運 賃 720　円

30 分 2,820 円

運 賃 700　円 312 ｍ 90 円 運 賃

運 賃

運 賃 710　円 308 ｍ 90 円

303 ｍ 90 円 運 賃 30 分

2,980 円

2,940 円

運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 730　円 297 ｍ 90 円 運 賃 30 分

750　円 287 ｍ 90 円 30 分

30 分

3,060 円

運 賃 740　円 292 ｍ 90 円 運 賃 3,020 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

2,940 円

下 限 運 賃 710　円 308 ｍ 90 円 下 限 運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 720　円 303 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,020 円

運 賃 730　円 297 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,980 円

運 賃 740　円 292 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,100 円

運 賃 750　円 287 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,060 円

運 賃 760　円 283 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,180 円

運 賃 770　円 278 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,140 円

運 賃 780　円 273 ｍ 90 円 運 賃 30 分

埼玉県Ｂ地区　自動認可運賃・料金表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃

2.0㎞
加 算 運 賃 加算運賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分 3,220 円790　円 269 ｍ 90 円



1:450,000

ふじみ野市

ときがわ町

(旧北川辺町)

(旧大利根町)



1:450,000

ふじみ野市

ときがわ町

(旧北川辺町)

(旧大利根町)



１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 40 秒 Ａ （上限運賃） 3,220 円

Ｂ 90 円 1 分 40 秒 Ｂ 3,180 円

Ｃ 90 円 1 分 45 秒 Ｃ 3,140 円

Ｄ 90 円 1 分 45 秒 Ｄ 3,100 円

Ｅ 90 円 1 分 45 秒 Ｅ 3,060 円

Ｆ 90 円 1 分 50 秒 Ｆ 3,020 円

Ｇ 90 円 1 分 50 秒 Ｇ 2,980 円

90 円 1 分 50 秒 2,940 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 45 秒 Ａ （上限運賃） 3,060 円

Ｂ 90 円 1 分 50 秒 Ｂ 3,020 円

Ｃ 90 円 1 分 50 秒 Ｃ 2,980 円

Ｄ 90 円 1 分 50 秒 Ｄ 2,940 円

Ｅ 90 円 1 分 55 秒 Ｅ 2,900 円

Ｆ 90 円 1 分 55 秒 Ｆ 2,860 円

90 円 1 分 55 秒 2,820 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 55 秒 Ａ （上限運賃） 2,900 円

Ｂ 90 円 1 分 55 秒 Ｂ 2,860 円

Ｃ 90 円 1 分 55 秒 Ｃ 2,820 円

Ｄ 90 円 2 分 0 秒 Ｄ 2,780 円

Ｅ 90 円 2 分 0 秒 Ｅ 2,740 円

90 円 2 分 0 秒 2,700 円

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分 3,220 円790　円 271 ｍ 90 円

加 算 運 賃 加算運賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分

埼玉県Ａ地区　自動認可運賃・料金表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃

2.0㎞

780　円 275 ｍ 90 円 運 賃

30 分

3,180 円

運 賃 770　円 280 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,140 円

運 賃

760　円 285 ｍ 90 円 運 賃

30 分

3,100 円

運 賃 750　円 290 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,060 円

運 賃

740　円 295 ｍ 90 円 運 賃

2,940 円

3,020 円

運 賃 730　円 300 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,980 円

運 賃

720　円

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

305 ｍ 90 円 30 分

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

30 分

3,060 円

運 賃 740　円 295 ｍ 90 円 運 賃 3,020 円

750　円 290 ｍ 90 円 30 分

運 賃 730　円 300 ｍ 90 円 2,980 円

2,940 円

運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 30 分

305 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃 710　円 310 ｍ 90 円

運 賃 720　円

30 分 2,820 円

運 賃 700　円 314 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,860 円

690　円 319 ｍ 90 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

710　円 310 ｍ 90 円 30 分 2,900 円

運 賃 690　円 319 ｍ 90 円

30 分運 賃 700　円 314 ｍ 90 円 運 賃

30 分

324 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃

2,860 円

2,820 円

2,780 円

運 賃 670　円 329 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,740 円

運 賃 680　円

660　円 334 ｍ 90 円 30 分 2,700 円下 限 運 賃 下 限 運 賃



１．特定大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 40 秒 Ａ （上限運賃） 3,220 円

Ｂ 90 円 1 分 40 秒 Ｂ 3,180 円

Ｃ 90 円 1 分 40 秒 Ｃ 3,140 円

Ｄ 90 円 1 分 45 秒 Ｄ 3,100 円

Ｅ 90 円 1 分 45 秒 Ｅ 3,060 円

Ｆ 90 円 1 分 45 秒 Ｆ 3,020 円

Ｇ 90 円 1 分 50 秒 Ｇ 2,980 円

Ｈ 90 円 1 分 50 秒 Ｈ 2,940 円

90 円 1 分 55 秒 2,900 円

２．大型車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 45 秒 Ａ （上限運賃） 3,060 円

Ｂ 90 円 1 分 45 秒 Ｂ 3,020 円

Ｃ 90 円 1 分 50 秒 Ｃ 2,980 円

Ｄ 90 円 1 分 50 秒 Ｄ 2,940 円

Ｅ 90 円 1 分 55 秒 Ｅ 2,900 円

Ｆ 90 円 1 分 55 秒 Ｆ 2,860 円

Ｇ 90 円 1 分 55 秒 Ｇ 2,820 円

90 円 2 分 0 秒 2,780 円

３．普通車

初乗運賃

30分

Ａ （上限運賃） 90 円 1 分 55 秒 Ａ （上限運賃） 2,900 円

Ｂ 90 円 1 分 55 秒 Ｂ 2,860 円

Ｃ 90 円 1 分 55 秒 Ｃ 2,820 円

Ｄ 90 円 2 分 0 秒 Ｄ 2,780 円

Ｅ 90 円 2 分 0 秒 Ｅ 2,740 円

Ｆ 90 円 2 分 0 秒 Ｆ 2,700 円

90 円 2 分 5 秒 2,660 円

2,700 円

650　円 336 ｍ 90 円

運 賃 680　円

30 分 2,660 円

運 賃 660　円 331 ｍ 90 円 運 賃 30 分

2,860 円

2,820 円

2,780 円

運 賃 670　円 326 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,740 円

運 賃

30 分

322 ｍ 90 円 運 賃 30 分

運 賃

2,900 円

運 賃 690　円 317 ｍ 90 円

30 分運 賃 700　円 312 ｍ 90 円

710　円 308 ｍ 90 円 30 分

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

680　円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

690　円 317 ｍ 90 円 運 賃

2,780 円

30 分

322 ｍ 90 円 30 分

2,860 円

運 賃 720　円

30 分 2,820 円

運 賃 700　円 312 ｍ 90 円 運 賃

運 賃

運 賃 710　円 308 ｍ 90 円

303 ｍ 90 円 運 賃 30 分

2,980 円

2,940 円

運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 730　円 297 ｍ 90 円 運 賃 30 分

750　円 287 ｍ 90 円 30 分

30 分

3,060 円

運 賃 740　円 292 ｍ 90 円 運 賃 3,020 円

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃
加 算 運 賃 加算運賃

2.0㎞

2,940 円

下 限 運 賃 710　円 308 ｍ 90 円 下 限 運 賃 30 分 2,900 円

運 賃 720　円 303 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,020 円

運 賃 730　円 297 ｍ 90 円 運 賃 30 分 2,980 円

運 賃 740　円 292 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,100 円

運 賃 750　円 287 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,060 円

運 賃 760　円 283 ｍ 90 円 運 賃 30 分

3,180 円

運 賃 770　円 278 ｍ 90 円 運 賃 30 分 3,140 円

運 賃 780　円 273 ｍ 90 円 運 賃 30 分

埼玉県Ｂ地区　自動認可運賃・料金表

距　離　制　運　賃

時間距離併用制

時間制運賃

初乗運賃

2.0㎞
加 算 運 賃 加算運賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

下 限 運 賃 下 限 運 賃

30 分 3,220 円790　円 269 ｍ 90 円



資料 ５

タクシー事業の適正化及び活性化に係る
今までの取組について



Ⅰ 特定事業計画及び適正化の
進捗状況



１．特定事業計画認定申請状況、認定状況

平成２６年１月３１日現在

営業区域名 地域計画
合意

法人タクシー 個人タクシー

事業
者数

申請 認定 事業者
数

申請者
数

認定事
業者数

申
請
者
数

うち事業再構築を定めた者 認定

事業者

うち事業再構築を定めた者

申請
者数

減車数 休車数 事業者
数

減車数 休車数

県南中央交通圏 H22.3.26 72 70 42 69 82 70 42 69 81 133 133 133

県南西部交通圏 H22.3.26 57 56 43 41 65 56 43 41 65 35 35 35

県北交通圏 H22.2.22 25 25 17 19 16 25 17 19 15 0 0 0

県南東部交通圏 H22.8.4 48 48 44 103 46 48 44 103 46 30 30 30

１

営業区域名 基準車
両数

①

現在車両数

②

※H26.1末

減車数

②/①
申請された減・休車が
すべて実施された場合
の車両数

③

減車率

③/①
適正と考えられる車両
数

基準車両数と

適正と考えられる車両数
との

乖離

県南中央交通圏 2,787 2,535 9.1% 2,532 9.1% 2,050～2,300 約17%～約26%

県南西部交通圏 1,735 1,563 9.9% 1,561 10.0% 1,300～1,450 約16%～約25%

県北交通圏 572 450 21.3% 449 21.5% 400～450 約21%～約30%

県南東部交通圏 1489 1323 11.1% 1323 11.1% 1000～1100 約26%～約33%



事業者規模

基準車両数からの削減率

１～１９両

（２３）

２０～４９両

（３３）

５０～９９両

（９）

１００両以上

（５）

２６％以上 １ ３

１７％以上～２６％未満

１７％未満 ２２ ３０ ９ ５

事業者規模

基準車両数からの削減率

１～１９両

（２８）

２０～４９両

（２１）

５０～９９両

（６）

１００両以上

（２）

２５％以上

１６％以上～２５％未満 ６ ２

１６％未満 ２１ １９ ６ ２

中

央

西

部

２，事業規模別にみた特定事業計画認定申請状況

事業者規模

基準車両数からの削減率

１～９両

（６）

１０～１９両

（６）

２０～３９両

（１０）

４０両以上

（４）

３０％以上 １ １（事業廃止） １

２１％以上～３０％未満 １

２１％未満 ６（ほか１事業者廃止） ５ ９ ２

北

部

事業者規模

基準車両数からの削減率

１～１９両

（１９）

２０～２９両

（１１）

３０～４９両

（１１）

５０両以上

（８）

３３％以上 １（事業廃止）

２６％以上～３３％未満

２６％未満 １８ １１ １１ ８

東

部

２



３－１．事業再構築（減・休車）認定後の実施状況 （県南中央交通圏）

2524

2787

2692
2673 2659

2617

2561
2539 2536 2535 2532

2400

2500

2600

2700

2800

2900

３

1900

2000

2100

2200

2300

2400

適正と考えられる車両数
２０５０～２３００両



３－２．事業再構築（減・休車）認定後の実施状況 （県南西部交通圏）

1616

1735

1655

1633
1621

1608

1577
1567 1565 1563 1561

1500

1600

1700

1800

４

1200

1300

1400

1500

適正と考えられる車両数
１３００～１４５０両



３－３．事業再構築（減・休車）認定後の実施状況 （県南東部交通圏）

1309

1489 1488

1444
1418

1385
1353 1340 1328 1323 1323

1200

1300

1400

1500

1600

５

800

900

1000

1100
適正と考えられる車両数

１０００～１１００両



３－４．事業再構築（減・休車）認定後の実施状況 （県北交通圏）

580
572

539

528 525

512

499
493 490

480

520

560

600

６

450 449

360

400

440
適正と考えられる車両数

４００～４５０両



４－１．県南中央交通圏の各指標の比較（３－１）

①車両数の推移

②延べ実働車両数の推移

2635

2633 2632

2632
2632 2620 2621 2621 2622 2618 2616 26092608

2584 2582
2580 2581 2577 2576 2578 2574 2572 2565 25762574 2573 2534 2517 2510 2506 2506 2506 2504 2502 2502 2498

2492 2484 2481 2474 2473 2473
2473 2472 2468 2468 2468 2466

2465 2462 2449 2446 2437 2431
2424 2415 2397

2380 2379 23652362 2326 2324
2316 2312 2296 2296 2296 2293

2191 2191 21912191 2190 2197 2197 2197

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

車両数の推移

車両数（H19.7 ～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～） 車両数（H23.7～） 車両数（H24.7～） 車両数（H25.7～）

※埼乗協調べ ７

64,250 
63,525 

61,621 

64,860 
62,824 

64,991 

61,003 

58,931 

62,910 61,767 

62,543 

61,394 

64,335 

61,626 61,046 

63,852 

60,500 

64,279 

60,462 

57,311 

63,224 
62,067 

61,386 61,938 

64,193 
61,894 

61,429 

64,269 

60,925 

64,514 

60,818 

57,194 

63,434 

61,262 60,716 61,332 

62,983 

60,771 60,163 

62,101 

60,055 

62,842 

59,205 

55,822 

61,783 
60,243 59,868 

59,687 61,157 
59,638 

58,836 

60,210 

58,767 

61,392 

57,458 

55,965 

59,718 

57,053 

57,690 

56,878 

58,071 

56,827 

55,181 

57,501 

55,413 

57,095 

53,636 

50,804 

56,337 

51,827 
52,654 

51,431 

53,388 

51,839 

50,370 

52,864 

51,357 

50,000 

52,000 

54,000 

56,000 

58,000 

60,000 

62,000 

64,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7 ～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）

実働車両数（H23.7～） 実働車両数（H24.7～） 実働車両数（H25.7～）



４－１．県南中央交通圏の各指標の比較（３－２）

③輸送人員の推移

2,269 

2,308 

2,133 2,137 
2,121 

2,441 

2,023 
1,964 

2,118 
2,011 1,961 

1,922 

2,085 2,135 

1,896 

1,913 

1,823 

2,149 

1,896 

1,643 

1,912 

1,792 
1,755 

1,751 

1,936 

1,807 

1,616 

1,762 

1,694 

2,014 

1,710 1,645 
1,892 

1,833 

1,658 
1,692 

1,925 1,816 
1,737 

1,730 
1,617 

1,949 

1,661 
1,575 

1,552 1,518 1,614 1,650 

1,804 
1,775 

1,645 
1,644 

1,591 

1,965 

1,710 

1,592 

1,833 

1,700 
1,646 1,664 

1,765 1,746 1,655 1,646 1,626 

1,927 

1,639 

1,494 

1,770 

1,582 1,548 1,561 

1,707 1,692 

1,510 

1,607 
1,518 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

2,200 

2,400 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（千人）

輸送人員の推移

輸送人員（H19.7 ～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）

輸送人員（H23.7～） 輸送人員（H24.7～） 輸送人員（H25.7～）

④営業収入の推移

※埼乗協調べ ８

2243
2217

2088 2115 2089

2538

2107 2118

2238

2121
2056

2036

2200

2106

1956

1988
1888

2309

1939

1731
1980

1864

1784 1829

1998

1800

1672

1848
1746

2153

1751

1699

1968

1876

1685

1755
1963 1779 1763

1765

1670

2067

1684
1629

1772

1658
1654

1737

1869
1774

1722 1742 1680

2099

1740

1659

1914

1732

1677

1733
1810

1734

1682
1691 1674

2018

1669

1548

1821

1625 1606 1620

1744
1678

1557

1656
1583

1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円）

営業収入の推移

営業収入（H19.7 ～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～） 営業収入（H24.7～） 営業収入（H25.7～）



４－１．県南中央交通圏の各指標の比較（３－３）

⑤日車営収の推移

⑥日車実車キロの推移

34,914 34,895 
33,890 

32,616 

33,257 

39,049 

34,536 35,834 
35,580 

34,346 32,866 
33,164 34,201 

34,181 32,044 
31,127 31,210 

35,927 

32,075 
30,207 

31,319 

30,026 

29,066 
29,527 

31,126 

29,083 
27,217 

28,749 28,651 

33,367 

28,795 29,703 
31,022 

30,619 

27,754 28,619 

31,165 

29,271 
29,302 

28,414 27,800 

32,887 

28,442 29,191 

28,685 

27,519 27,622 

29,099 

30,566 29,745 

29,266 

28,927 

28,594 

34,189 

30,287 

29,641 

32,050 

30,360 
29,067 

30,469 31,174 30,505 
30,475 29,408 30,211 

35,355 

31,135 
30,481 

32,333 
31,361 

30,503 
31,499 

32,668 32,377 

30,925 31,329 30,840 

26,000 

30,000 

34,000 

38,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）

日車営収の推移
日車営収（H19.7 ～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～）
日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～） 日車営収（H24.7～）
日車営収（H25.7～）

⑥日車実車キロの推移

※埼乗協調べ ９

90 89.8
86.4

84 86.2

97.6

85.2

87.9 87

84.2
80.9 81.7

83.8
83.6

78.7
76.7

77

88.8

79.3

74.1 77

74.1
71.3 72.6

76.4

71.4
67.2

70.8 70.6

82.6

71.3 73.2
76

75.1

68.6
70.3

76.2

72
71.7

69.8
68.4

80.7

70.9 71.9

70.3

65.8 67.7

71.374.4
73.1 71.7

69.8

70

84.7

74.7
72.8

78.9
74.9

71.3

74.875.9 74.9
75.3

72.5 74.3

86.9

76.6
75

79.9
77.5

75.3
77.8

80.3 79.8

76
77.5

76.2

60

70

80

90

100

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（KM）

日車実車キロの推移

日車実車（H19.7 ～） 日車実車（H20.7～） 日車実車（H21.7～）
日車実車（H22.7～） 日車実車（H23.7～） 日車実車（H24.7～）
日車実車（H25.7～）



４－２．県南西部交通圏の各指標の比較（３－１）

①車両数の推移

②延べ実働車両数の推移

1750 1750 1750 1748 1747
1725 1726 1728 1728 1722 1722 1722

1720 1720 1732
1734 1732 1731 1731

1717 1717 1717 1718 17181718 1720
1679

1660 1660 1660 1658 1661 1655 1655 1655 1651
1637 1632 1628

1624 1621 1617 1616 1616 1613
1609 1608 1603

1604 1597 1597 1596 1596 1596 1594 1585 1571 1568 1566 15661562 1560 1560 1556 1552 1551 1551 1550 1550 1550 1550 15491550 1550 1549 1548 1548

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

車両数の推移

車両数（H19.7 ～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～） 車両数（H23.7～） 車両数（H24.7～） 車両数（H25.7～）

②延べ実働車両数の推移

※埼乗協調べ １０

43,328 42,440 

41,671 

43,372 

41,850 

43,343 

41,158 

39,821 

42,157 
41,546 

41,889 

41,329 

42,886 

41,327 
41,362 

42,774 

40,682 

43,102 

40,973 

38,708 

42,719 42,093 41,813 42,073 

43,672 

42,276 41,943 

43,543 

41,637 

43,753 

40,842 

38,341 

42,684 

41,417 41,195 40,963 

42,272 
40,492 

40,666 

41,714 

40,589 

42,326 

40,054 

37,645 

42,006 

40,532 40,385 40,351 

40,985 
40,059 39,620 

40,321 39,542 

41,320 

38,962 

37,624 

40,306 

38,579 

39,479 
38,774 

39,356 
38,637 

37,812 

39,164 

38,018 

39,204 

37,411 

35,320 

39,183 

37,709 
38,156 

37,576 

38,873 

37,862 
37,280 

38,783 

37,477 

35,000 

37,000 

39,000 

41,000 

43,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H19.7 ～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～） 実働車両数（H22.7～）

実働車両数（H23.7～） 実働車両数（H24.7～） 実働車両数（H25.7～）



４－２．県南西部交通圏の各指標の比較（３－２）

③輸送人員の推移

1,782 1,787 

1,691 1,689 
1,641 

1,822 

1,578 
1,543 

1,665 
1,615 1,581 

1,522 

1,657 1,689 

1,542 1,528 
1,461 

1,717 

1,511 

1,314 

1,539 

1,449 

1,403 
1,405 

1,626 

1,442 

1,320 

1,422 

1,355 

1,598 

1,363 

1,292 

1,513 
1,469 

1,337 1,362 

1,531 
1,436 1,396 

1,406 

1,310 

1,551 

1,331 1,242 1,220 1,215 1,286 1,304 

1,426 
1,421 1,329 1,325 

1,292 

1,551 

1,361 

1,268 

1,468 
1,359 

1,310 1,318 1,401 1,387 
1,325 1,324 1,294 

1,496 

1,307 

1,450 

1,313 
1,284 1,295 

1,399 1,404 

1,274 
1,348 

1,288 
1,200 

1,400 

1,600 

1,800 

2,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（千人）

輸送人員の推移
輸送人員（H19.7 ～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～）

輸送人員（H23.7～） 輸送人員（H24.7～） 輸送人員（H25.7～）

④営業収入の推移

※埼乗協調べ
１１

1726 1685

1608 1643 1643

1951

1615 1620

1732
1679

1612

1589

1709

1646
1559

1574
1504

1829

1522

1357

1563

1488 1410
1446

1571

1423

1357

1488

1395

1711

1396

1343

1570

1512

1354

1415

1569 1425 1426
1435

1361

1664

1366

1302

1433

1280 1313

1375

1485

1418
1383 1372 1347

1667

1389

1339

1533

1399

1310 1378

1458

1397
1356 1369 1353

1594

1342

1255

1476

1360
1322

1354

1455
1402

1322

1394
1363

1200

1400

1600

1800

2000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円）

営業収入の推移

営業収入（H19.7 ～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～） 営業収入（H24.7～） 営業収入（H25.7～）



４－２．県南西部交通圏の各指標の比較（３－３）

⑤日車営収の推移

39,831 39,701 
38,582 

37,892 
39,261 

45,004 

39,249 40,681 

41,083 

40,411 
38,476 38,453 

39,849 
39,823 

37,697 

36,788 36,972 

42,444 

37,150 
35,057 

36,593 

35,342 
33,729 

34,363 
35,965 

33,651 
32,344 

34,184 
33,508 

39,105 

34,183 
35,039 

36,791 

36,501 

32,878 

34,533 

37,122 

35,196 
35,069 

34,396 
33,536 

39,309 

34,098 34,590 34,106 
31,571 32,500 

34,084 

36,234 35,399 

34,900 

34,038 

34,062 

40,351 

35,642 
35,600 

38,041 

36,262 
34,072 

35,548 37,048 36,165 
35,874 

34,960 
35,610 

40,667 

35,890 35,541 

37,673 

36,078 

34,656 

36,042 
37,434 37,055 

35,464 35,962 36,388 

30,000 

34,000 

38,000 

42,000 

46,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）

日車営収の推移

日車営収（H19.7 ～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～） 日車営収（H24.7～） 日車営収（H25.7～）

⑥日車実車キロの推移

※埼乗協調べ
１２

106.7 106
104.4

101.7
103.8

116.7

100.2

103.4 104.3
102.5

98.1 97.7101.3 100.3

95.3 93.3 93.7

107.5

94.1

88.9

92.6
89.6 85.5 86.790.7

85.5
82

86.6

84.6

99

87.1
88.8

93 92.8

83.7

87.5

93.8

88.7
88.4 87.1

85

99.4

86.6

87.4

87.6

80 82.1

86.2

91.6
89.2

88
86.1

86.1

102.1

90.2

90
95.8

91.5
86 89.8

93.5 91.2
90.5

88.2 89.8

102.5

91 89.8

94.7

90.9
87.5

90.8
94.1 93.1

89.3 90.6 91.6

75

85

95

105

115

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（KM）

日車実車キロの推移

日車実車（H19.7 ～） 日車実車（H20.7～） 日車実車（H21.7～） 日車実車（H22.7～） 日車実車（H23.7～） 日車実車（H24.7～） 日車実車（H25.7～）



４－３．県南東部交通圏の各指標の比較（３－１）

①車両数の推移

1371 1368 1369
1366 1364 1371

1400
1401 1405 1404 1404

1397
1398 1398 1400

1404 1407 1408

1411 1411 1413 1413 1413

1413

1414 1414 1413 1413 1413 1413

1411

1396 1382 1374 1370 1366

1360
1356 1352

1349 1346 1344 1339 1336
1324 1311

1306 12991287 1285

1284 1282
1281 1276 1272 1270 1270 1270 1270

1260
1245 1245 1245 1245 1243 1242 1242 1242

1200
1220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
1420
1440

4月 5月 6月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（両）

車両数の推移

車両数（H20.4 ～） 車両数（H21.4～） 車両数（H22.4～） 車両数（H23.4～） 車両数（H24.4～） 車両数（H25.4～）

１３

②延べ実働車両数の推移

※埼乗協調べ

※埼乗協調べ

29,661 
30,165 29,679 

31,088 
30,278 

30,268 31,460 29,892 

31,768 

30,062 
28,277 

31,137 30,709 30,744 

31,072 

32,252 
31,362 

31,228 

32,819 

31,113 

33,010 

31,325 

29,661 

33,168 
32,198 31,965 32,290 

33,337 

32,255 31,802 
32,514 

31,578 

33,219 

31,094 

28,991 

32,104 31,193 30,997 
30,818 31,276 

30,730 

30,047 
30,497 

29,458 

30,796 

28,696 
27,765 

29,705 

28,449 29,124 28,585 

29,209 

28,734 

27,639 

28,934 
28,020 

28,769 

26,957 

25,567 

28,201 

27,121 
27,766 

27,181 

28,008 
27,341 

26,577 

27,819 

26,800 

25,000 

27,000 

29,000 

31,000 

33,000 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（両）

延べ実働車両数の推移
実働車両数（H20.4 ～） 実働車両数（H21.4～） 実働車両数（H22.4～） 実働車両数（H23.4～） 実働車両数（H24.4～） 実働車両数（H25.4～）



４－３．県南東部交通圏の各指標の比較（３－２）

③輸送人員の推移

1,070 
1,026 

1,000 
1,050 1,103 

976 989 
956 

1,172 

1,007 

872 

1,002 
953 

912 917 
989 950 

851 

920 

878 

1,082 

913 

862 

982 
971 

873 
885 

1,002 
953 

914 903 

842 

1,039 

885 
836 817 

815 
851 856 

933 
944 

854 
861 

856 

1,039 

910 

851 

983 

910 886 
871 

924 943 865 
867 

880 1,032 
893 

811 

952 

881 
855 853 

918 
961 

826 
880 

831 

750 

950 

1,150 

1,350 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（千人）

輸送人員の推移

輸送人員（H20.4 ～） 輸送人員（H21.4～） 輸送人員（H22.4～） 輸送人員（H23.4～） 輸送人員（H24.4～） 輸送人員（H25.4～）

１４※埼乗協調べ

④営業収入の推移 ※埼乗協調べ

1073
1027

1008

1075 1065

979
1003

955

1189

1007

886

1008

951 905 918
992

924

849

929

877

1117

909

876

987
973

862
888

997

925
908

899
848

1083

877 838
921

833
844 870

939

913 867

868 838

1080

905

860

983

904 868 885
920 915

864 872

883

1078

891

823

960

883
859 862

920 923

837 850

800

900

1000

1100

1200

1300

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（百万円）

営業収入の推移

営業収入（H20.4 ～） 営業収入（H21.4～） 営業収入（H22.4～） 営業収入（H23.4～） 営業収入（H24.4～） 営業収入（H25.4～）



４－３．県南東部交通圏の各指標の比較（３－３）

⑤日車営収の推移

36,197 

34,059 33,983 34,596 35,197 

32,357 31,884 31,950 

37,446 
33,509 

31,350 
32,397 

30,971 

29,458 29,545 30,761 

29,489 

27,215 

28,331 
28,196 

33,866 

29,046 29,539 
29,782 

30,245 

26,975 27,507 

29,908 28,690 

28,552 

27,675 
26,880 

32,621 

28,223 
28,936 28,715 

26,715 

27,235 28,227 30,025 
29,702 28,865 

28,475 
28,455 

35,075 

31,530 30,970 

33,076 

31,789 

29,796 

30,965 
31,512 31,833 

31,273 30,132 31,518 

37,471 

33,053 32,199 
34,039 

32,585 

30,944 
31,732 

32,881 
33,794 

31,503 31,601 31,738 

24,000 

28,000 

32,000 

36,000 

40,000 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（円）

日車営収の推移

日車営収（H20.4 ～） 日車営収（H21.4～） 日車営収（H22.4～） 日車営収（H23.4～） 日車営収（H24.4～） 日車営収（H25.4～）

１５※埼乗協調べ

⑥日車実車キロの推移 ※埼乗協調べ

98.3
95.2 94.4 94.9 96.2

88 87
91.1

102.8

94.4

83.1

88.3

80.2
75 75.2

78.2

75.1

69.5

72.6 71.6

86

74.1 75.1 75.4

77.1

68.5 69.8
75.5

72.7

72.2

70.4 68.1

82.8

71.9 74.4 73.6

68.1

69.1 71.8
76

75.2 73.3

72.3

72.5

89.3

80.2 78.7 83.880.5

75.7
78.6 79.8 80.8 79.2

76.6
80.1

95

84
81.8

86.2
82.6

78.6 80.5
83.3

86.5

79.9 80.2 80.4

60

70

80

90

100

110

120

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

（KM）

日車実車キロの推移

日車実車（H20.4 ～） 日車実車（H21.4～） 日車実車（H22.4～） 日車実車（H23.4～） 日車実車（H24.4～） 日車実車（H25.4～）



４－４．県北交通圏の各指標の比較（３－１）

①車両数の推移

②延べ実働車両数の推移

568 567 566

567 567 567 565 565 564
568 567 566569 569 566

560 560 558 563 563 557 555 554 553551 550
548

543 540 540 539 538 538 535 534
533

533 531 530 535 534 533
527 527 527

526
526 526

524 520 520 518 513 513
513 512 512 512 507 507502 502 500

499 496 496 494 494 491 491 491 491490

457 454 454 450450

470

490

510

530

550

570

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

車両数の推移

車両数（H19.7 ～） 車両数（H20.7～） 車両数（H21.7～） 車両数（H22.7～） 車両数（H23.7～） 車両数（H24.7～） 車両数（H25.7～）

１６

②延べ実働車両数の推移

※埼乗協調べ

13,011 12,850 

12,550 

13,237 
12,871 

13,293 

12,774 
12,482 

13,035 

12,886 12,989 12,696 

13,231 

12,744 

12,951 

13,365 

12,787 

13,508 

12,922 

12,199 

13,475 13,352 
13,093 13,065 

13,595 

13,001 

12,767 13,155 

12,371 

13,310 

12,471 

11,812 

13,097 

12,621 
12,434 

12,554 
12,957 

12,508 
12,395 

12,819 12,475 
13,027 

12,185 

11,530 

12,863 

12,233 12,228 12,285 12,500 
12,327 

11,971 

12,281 

11,785 

12,151 

11,644 

11,406 

12,202 

11,594 11,574 
11,438 

11,720 
11,489 

11,247 

11,737 

11,184 

11,530 

10,990 

10,376 

11,637 

11,287 
11,512 

11,071 

11,493 

10,979 

10,257 

10,644 

10,194 
10,000 

11,000 

12,000 

13,000 

14,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（両）

延べ実働車両数の推移

実働車両数（H19.7 ～） 実働車両数（H20.7～） 実働車両数（H21.7～）
実働車両数（H22.7～） 実働車両数（H23.7～） 実働車両数（H24.7～）
実働車両数（H25.7～）



４－４．県北交通圏の各指標の比較（３－２）

③輸送人員の推移

293
295

277
291

280

306

262 263

280 280
273

267

300

283

257 262

246

276

235

212 237

238
225

228
243 240

216

230

218

249

215

203

241

231

215

225

250
239

224
229

226

253

214
205

194
201 204

219

232 225

213
212 213

243

210

202

241

214
210

217

229
223

204 208 212

233

196
189

214
209

202 204

220 222

197

210
204

180

200

220

240

260

280

300

320

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（千人）

輸送人員の推移

輸送人員（H19.7 ～） 輸送人員（H20.7～） 輸送人員（H21.7～） 輸送人員（H22.7～） 輸送人員（H23.7～） 輸送人員（H24.7～） 輸送人員（H25.7～）

１７※埼乗協調べ

④営業収入の推移

336

340

314
336 326

382

317
329

346 341

323
324

360

336

313
321 295

346

281

255
288

279

259
271289 275

256
274

258

309

256

246

295

276
251

267

293

273
263

264

260

308

253 247 261
244 242

262
273

262
254 251

253

302

256

245

279
253

245 251

269
257

243 249
253

283

239
230

262
248

241 241

261
254

237
252 248

200

250

300

350

400

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（百万円）

営業収入の推移

営業収入（H19.7 ～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～） 営業収入（H24.7～） 営業収入（H25.7～）



４－４．県北交通圏の各指標の比較（３－３）

⑤日車営収の推移

25,862 

26,483 
25,053 25,416 

25,291 

28,725 

24,851 

26,381 26,535 26,430 

24,884 25,541 

27,183 

26,386 

24,136 24,040 
23,035 

25,595 

21,741 
20,941 

21,405 
20,887 

19,747 

20,731 21,285 21,117 

20,024 
20,800 20,888 

23,206 

20,565 20,829 

22,546 21,897 

20,216 

21,251 
22,621 

21,830 

21,180 
20,625 

20,860 

23,679 

20,758 21,443 

20,267 19,930 19,764 

21,314 21,858 
21,260 21,223 

20,457 

21,499 

24,876 

21,957 
21,500 

22,905 

21,808 
21,175 21,964 

21,957 
21,500 

21,566 21,257 22,655 

24,564 

21,762 22,208 22,586 
22,026 

20,994 
21,786 

22,727 23,161 23,131 
23,719 

24,376 

18,000 

20,000 

22,000 

24,000 

26,000 

28,000 

30,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（円）

日車営収の推移

日車営収（H19.7 ～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～） 日車営収（H24.7～） 日車営収（H25.7～）

１８
※埼乗協調べ

⑥日車実車キロの推移

76 78.3
74.1 75.6

75
79.9

68

72.4 72.5 72.3

68

70.2

74.1
71.7

65.9 66.5

63.1

69.6

59.3

57.5 58.3 57

53.9

56.757.6 57
54.5

56.5

57

62.9

56.1
57

60.5 59.8

55.2 58

61.1 59.3

57.6
56.6

56.9

64.2

56.6

58.8

56.2
54.7

54

58.7

59.3
57.9

58

56

59.2

67.8

59.4
59

62.4
60.1

58.4 60.2

62.7
61.6

59.1
58.1

62.8

68.4

60.3 60.7
61.6

60.3

57.9
59.7

62.3
63.3 63

64.8

67.9

50

60

70

80

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

（KM）

日車実車キロの推移

日車実車（H19.7 ～） 日車実車（H20.7～） 日車実車（H21.7～） 日車実車（H22.7～） 日車実車（H23.7～） 日車実車（H24.7～） 日車実車（H25.7～）



５－１．車両台数と総需要量（実車キロ）、総供給量（延べ実働）、日車営収の推移

日車営収は、平成２３年３月の東日本大震災後は、着実に前年同月比がプラスに転じていている。総供給量（延べ実働車
両数）が着実に減少しており、供給量の削減が日車営収を下支えしていることと考えられる。

県南中央交通圏

2600

2700

2800

85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
105.0 
110.0 
115.0 
120.0 

前年同月比

※埼乗協調べ １９

2100

2200

2300

2400

2500

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 

車両数 延べ実働（総供給量） 総実車キロ（総需要） 日車営収

特定事業計画認定日

３．１１
東日本大震災



５－２．車両台数と総需要量（実車キロ）、総供給量（延べ実働）、日車営収の推移

県南西部交通圏

1750

1800

1850

1900

80.0 
85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
105.0 
110.0 
115.0 
120.0 

前年同月比

日車営収は、平成２３年３月の東日本大震災後は、着実に前年同月比がプラスに転じていている。総供給量（延べ実働
車両数）が着実に減少しており、供給量の削減が日車営収を下支えしていることと考えられる

※埼乗協調べ ２０

1500

1550

1600

1650

1700

1750

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 

車両数 延べ実働（総供給量） 総実車キロ（総需要） 日車営収

特定事業計画認定日
３．１１
東日本大震災



５－３．車両台数と総需要量（実車キロ）、総供給量（延べ実働）、日車営収の推移

日車営収は、平成２３年３月の東日本大震災後は、傾向として前年同月比がプラスに転じていている。総供給量（延べ
実働車両数）が着実に減少しており、供給量の削減が日車営収を下支えしていることと考えられる。

県南東部交通圏

1400

1450

1500

85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
105.0 
110.0 
115.0 
120.0 

前年同月比

※埼乗協調べ ２１

1200

1250

1300

1350

1400

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 
80.0 
85.0 

車両数 延べ実働（総供給量） 総実車キロ（総需要） 日車営収

特定事業計画認定日

３．１１
東日本大震災



５－４．車両台数と総需要量（実車キロ）、総供給量（延べ実働）、日車営収の推移

日車営収は、平成２３年３月の東日本大震災後は、傾向として前年同月比がプラスに転じている。総供給量（延べ実働
車両数）の着実に減少しており、供給量の削減が日車営収を下支えしていることと考えられる。

県北交通圏

600

650

700

75.0 
80.0 
85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
105.0 
110.0 
115.0 

前年同月比

※埼乗協調べ ２２

400

450

500

550

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 
50.0 
55.0 
60.0 
65.0 
70.0 
75.0 

車両数 延べ実働（総供給量） 総実車キロ（総需要） 日車営収

特定事業計画認定日

３．１１
東日本大震災



６－１．タクシー運転者証及び事業者乗務員証の交付件数の推移

平成２３年度末には、５，１００名であったが暫減しており、現在では４，９００名を割るような状況となっている。また、平均年齢

は平成２４年３月末で６０歳となり、その後、直近では６０．４歳となっており、有効な高齢化対策により、若年労働力を確保する

ため魅力ある職場作りが重要であると思われる。

県南中央交通圏

60.3
60.4

4,800

5,000

5,200

60.5

61.0
（才）

59.3
59.4

60.0
60.1

60.2 60.2 60.2
60.1

60.2 60.2
60.3

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

58.0

58.5

59.0

59.5

60.0

交付者数 4,887 4,823 5,100 4,929 4,924 4,925 4,912 4,918 4,926 4,928 4,904 4,888

平均年齢 59.3 59.4 60.0 60.1 60.2 60.2 60.2 60.1 60.2 60.2 60.3 60.4

女性交付者数 152 175 168 166 166 166 164 165 165 166 160 161

H21年
度

Ｈ22年
度

Ｈ23年
度

H24年
度

H25年
４月

H25年
５月

H25年
６月

H25年
７月

H25年
８月

H25年
９月

H25年
10月

H25年
11月

※埼乗協調べ

（交付者数 ； 件）
（平均年齢）

２３



６－２．タクシー運転者証及び事業者乗務員証の交付件数の推移

平成２４年度以降、ほぼ一定の運転者数で大きな変動はない。若干、他の交通圏より平均年齢が低い傾向となっており、か

つ、平成２５年３月期と比べ、若干、平均年齢は低下している。

県南西部交通圏

59.0 59.1

59.4
59.63,100

3,200

3,300

59.5

60.0

60.5

59.0
59.2

59.3
59.0

59.359.4

57.0

57.5

56.82,700

2,800

2,900

3,000

3,100

56.5

57.0

57.5

58.0

58.5

59.0

交付者数 3,270 3,232 3,176 3,202 3,194 3,195 3,197 3,201 3,210 3,216 3,229 3,224

平均年齢 56.8 57.5 57.0 59.4 59.6 59.3 59.0 59.3 59.2 59.0 59.0 59.1

女性交付者数 106 101 102 107 108 107 108 109 109 110 110 109

H21年

度

Ｈ22年

度

Ｈ23年

度

H24年

度

H25年

４月

H25年

５月

H25年

６月

H25年

７月

H25年

８月

H25年

９月

H25年

10月

H25年

11月

※埼乗協調べ

（交付者数） （平均年齢）

２４



６－３．タクシー運転者証及び事業者乗務員証の交付件数の推移

平成２５年３月末と比較すると、現在は若干増加傾向にある。平均年齢は、依然として高い水準となっており、平成２４年度か

らは平均年齢は６０歳を超えており、若年労働力を確保するため、魅力ある職場づくりが重要であると思われる。

県南東部交通圏

60.4 60.4

2,400

2,500

2,600

61.0

62.0

60.3

58.7 58.7
58.9

60.0
60.3

60.1

60.5 60.4 60.3

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

57.0

58.0

59.0

60.0

交付者数 2,376 2,398 2,420 2,468 2,482 2,496 2,501 2,505 2,515 2,526 2,523 2,541

平均年齢 58.7 58.7 58.9 60.0 60.3 60.3 60.1 60.5 60.4 60.3 60.4 60.4

女性交付者数 67 63 65 69 70 71 72 72 73 73 73 73

H21年

度

Ｈ22年

度

Ｈ23年

度

H24年

度

H25年

４月

H25年

５月

H25年

６月

H25年

７月

H25年

８月

H25年

９月

H25年

10月

H25年

11月

※埼乗協調べ

（交付者数） （平均年齢）

２５



６－４．タクシー運転者証及び事業者乗務員証の交付件数の推移

平成２５年夏期までは約７９０名であったが、夏期以降は約７７０名前後で推移している。平成２５年１０月期に平均年齢は６０

歳を超えており、高齢化の進行が顕著である。若年層の運転者確保が急務となっている。

県北交通圏

60.2
60.4

59.9

800

59.5

60.0

60.5

58.2 58.2

57.3

58.3

58.8
58.5

58.8

59.1
59.4

650

700

750

56.0

56.5

57.0

57.5

58.0

58.5

59.0

交付者数 786 796 774 791 791 794 796 797 795 770 766 765

平均年齢 58.2 58.2 57.3 58.3 58.8 58.5 58.8 59.1 59.4 59.9 60.2 60.4

女性交付者数 9 9 11 12 12 12 12 12 11 11 13 13

H21年

度

Ｈ22年

度

Ｈ23年

度

H24年

度

H25年

４月

H25年

５月

H25年

６月

H25年

７月

H25年

８月

H25年

９月

H25年

10月

H25年

11月

※埼乗協調べ

（平均年齢）
（交付者数）

２６



７－１．タクシー運転者の年齢構成の推移

平成２４年３月以降、６０歳以上が６割を超えており、今後の少子高齢化等の進展を踏まえ、運転者の賃金面等労働条件の

改善を図り、安定したタクシー事業を構築をするため、中長期的な運転者確保体制の構築の必要があると思われる。

県南中央交通圏

0.532.66 10.80 21.52 51.76 12.54 0.12

0.47 0.12

H25年11月末

3.00

3.40

2.82

10.00

10.70

9.91

10.41

29.00

25.90

22.53

22.60

50.00

51.50

52.73

7.00

7.70

11.26

10.83

0.47

0.0

0.50

0.54

2.83
52.77

0.12

0.00

0.00

0.10
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H25年３月末
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※埼乗協調べ ２７



７－２．タクシー運転者の年齢構成の推移

他の交通圏と比べ６０歳以上の運転者の占める比率が低いものの、運転者の平均年齢は高い傾向が継続している。今
後の少子高齢化の進展を踏まえ、運転者の賃金面等労働条件の改善を図りながら、中長期的な運転者確保体制の構築
の必要があると思われる。

県南西部交通圏

0.443.92 13.24 24.63 46.14 11.20 0.38

0.35

H25年11月末
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4.37

3.07
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11.61

13.38
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25.45
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48.44

47.20
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７－３．タクシー運転者の年齢構成の推移

平成２４年３月末と比較して、６０歳以上の運転者は若干減少していたが、最近ではまた増加傾向となっている。安定した

タクシー事業を構築するためには、運転者の賃金等労働条件の改善を図り、安定したタクシー事業を構築するため、中長期

的な運転者確保対策の構築の必要があると思われる。

県南東部交通圏

0.583.72 10.61 21.87 46.26 16.55 0 . 3 8

0.55

H25年11月末
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７－４．タクシー運転者の年齢構成の推移

６０歳以上の運転者の比率は若干低くはなったものの６５％を超えている。安定したタクシー事業を構築するためには、

運転者の賃金等労働条件の改善を図り、安定したタクシー事業を構築するため、中長期的な運転者確保体制の構築の

必要があると思われる。

。

県北交通圏

0.243.45 8.81 20.60 55.00 11.55 0.24

0.14

H25年11月末

※埼乗協調べ
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８．タクシー運転者の平均賃金（原価計算対象事業者Ａ､Ｂ地区平均）の推移

Ａ地区、Ｂ地区における日車収入は、直近１年（１１月～１０月）は、平成２１年度以降を比較すると、リーマンショックや

東日本大震災を経ながら、年度毎に若干ではあるが上昇して来ている。しかしながら、月別ではバラツキが見られ、引き

続き適正化・活性化を推進しながら労働条件改善に取り組む必要があると思われる。

埼玉県

240,000

250,000

260,000 Ａ地区

Ｂ地区

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000
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1～
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0
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Ｈ2
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Ｈ2
3.1
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Ｈ2
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0
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1～
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H2
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H2
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月

H2
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２月
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（円）

※埼乗協調べ ３１



９．埼玉県内における労働者年間推計賃金の推移・比較について

埼玉県内における全産業（男性）の年間推計賃金額は、平成２３年と平成２４年を比較すると横ばい状態であるが、

タクシー運転者（男性）の年間推計賃金額は、平成２３年から上昇している。しかしながら、未だ、大きな賃金格差が

あるものの、その格差は縮小傾向にある。

250
300
350
400
450
500
550
600

年
間
推
計
賃
金
（
万

全産業(男性)年間

推計賃金

44.1% 34.6%
42.5%

34.5%

0
50

100
150
200
250

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

円
）

タクシー

運転者(男性)年間

推計賃金

※ 年間推計賃金＝きまって支給する現金給与額×１２ヶ月＋年間賞与その他特別給与額

【参考資料】厚生労働省 賃金構造基本統計調査

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年

推計賃金(万円) 推計賃金(万円) 対前年比 推計賃金(万円) 対前年比 推計賃金(万円) 対前年比

全産業 514.5 517.5 100.6% 504.0 97.4% 504.8 100.2%

タクシー運転者 287.7 338.4 117.6% 289.7 85.6% 330.7 114.2%

全産業とタクシー
運転者の賃金格差※

44.1% 34.6% 42.5% 34.5%

※（全産業推計賃金－タクシー運転者推計賃金）÷全産業推計賃金 ３２



タクシーが第一当事者となった事故件数の推移をみると、直近の１年 （ 平成２４年１１月～平成２５年１０月）の対前年

比較では、事故件数は減少傾向となっているが、平成２５年３月に死亡事故が２件発生しており、各事業

者の安全対策のより一層の徹底の必要があると思われる。

１０．事故件数の推移

タクシーが第一当事者の人身事故発生状況
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月

H2
5.
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

平成２２年 平成２３年 平成２４年

事故件数 ５８２件 ５７７件 ５３２件

死者数 １人 １人 １人

（件数）

平成２５年

４４２件

２人

出典：埼玉県警

※Ｈ２５．１０月現在
※埼乗協調べ ３３



埼玉県における調査方法としては、調査の対象事業者リストを作成し、平成２３年７月４日より第１段階とし
て１０６調査対象事業者に対して、公平性に配慮し順次調査票を送付、９月より対面調査を開始した。
第１段階では、その後、調査対象事業者が減少し６９事業者が調査対象となった。
第２段階では、全く減休車を実施していない２８事業者に対し平成２４年４月～６月にかけて調査票（前回ヒ
アリング実施翌月と調査票送付の前月分）を送付し、平成２４年６月～８月に対面調査を実施した。
第３段階では、減休車が進んでいない５８事業者に対し平成２５年１０月に調査票（調査票送付の前月分）を
送付し、平成２５年１２月～平成２６年１月に対面調査を実施した。

輸 送 実 績 等
平成 年

月分

【東京都特別区・武三交通圏】 別添２

平成 年 月 日

運輸支局長 殿

実施状況を下記のとおり報告します。

事業者名

４．１３通達 調査票

１１．４月１３日付け通達に基づく調査概要

延実在車両数 (日車) 期首就労運転者数 （人）

延実働車両数 (日車) 期中選任運転者数 （人）

実 働 率 （％） 期中解任運転者数 （人）

総走行 キ ロ （km）

実 車 キ ロ （km）

実 車 率 （％）

輸 送 回 数 （回）

輸 送 人 員 （人）

運送収入(税引後) (千円)

実車㌔当運送収入 (円)

運転者１人当りの平均給与 (円)

※運転者の平均給与については、期中に異動のない者について集計すること

拘 束 時 間 ・ 走 行 距 離 の 実 績 平成 年 月分

運転者名 勤務形態 乗務日数
１日当たり拘束時間

１ヶ月当たり
拘束時間

１人１日当たり走行距離
支給給与

最大 平均 最小 最大 平均 最小

○○ 一郎
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

△△ 二郎
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

・・・・・・・・
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

※拘束時間・走行距離に係る実績については、運転者全員分の実績を記載すること

※高速自動車国道及び自動車専用道路（首都高速道路株式会社の管理する自動車専用道を除く。）

を利用した場合には、その距離を控除した距離で記載する。

※上記様式によらずとも、上記項目の全てを網羅した書類に替えることができる。

そ の 他

運行記録計の装着の有無 有 無 導入年月日

※装着有の場合は、デジタル・アナログの別を○で囲って下さい。 デジタル アナログ

運行記録計の導入予定の有無 有 無 導入予定年月日

※ 月 日までに、運輸支局あて報告するものとする。

※本報告の添付書類として、以下の書類を後日実施する調査の際に持参すること。

・点呼記録（旅客自動車運送事業第24条第3項に規定する記録）

・乗務記録（旅客自動車運送事業第25条第3項に規定する記録）

・運行記録計による記録（旅客自動車運送事業第26条第2項に規定する記録）

・なお、報告内容について別途説明を求めるとともにその他追加資料をお願いすることがあります。

担当者名

電話番号

事業者名

代表者名

収 支 状 況 及 び 輸 送 実 績 等 調 査 票
収 支 計 算 書 平成 年 月分

収益・原価項目・内訳・内容 金 額 （千円）

運 送 収 入

収 運 送 雑 収

益 営 業 外 収 益

合 計

運

賃

原

価

営

業

費

運

送

費

運転者人件費 （給与、手当、法定福利・厚生費 等）

人 件 費 その他人件費 （運行管理者、整備管理者 等）

小 計

燃料油脂費 燃料費・油脂費 （ＬＰＧ、ガソリン、軽油 等）

車両修繕費 車両修繕費 （主に所有車両に係る修繕費）

車両償却費 車両償却費 （所有車両に係る償却費）

その他償却費 （営業所、車庫等に係る償却費）

その他修繕費 （営業所、車庫等に係る修繕費）

諸税 （自動車税、自動車重量税、その他）

その他運送費 保険料
（自賠責保険料、任意保険料、その

他）

車両リース料 （事業用車両のリース料）

その他
（事故賠償費、施設使用料、道路

使用料 等）

小 計

小
計

一
般
管
理
費

人 件 費 役員報酬 （取締役、監査役報酬）

その他 （役員以外の一般管理部門人件費）

諸税 諸税 （事業税）

その他経費 その他
（協会負担金、自賠責、教育実習

費 等）

小 計

営
業
外
費
用

金融費用 （借入金利息、支払手形利息、 等）

車両売却損 （事業用車両の売却による差損）

その他 （貸倒償却、雑支出 等）

小 計

合 計

収 支 差 経 常

収 支 率 経 常 ％

３４



Ⅱ 活性化に向けた取組状況Ⅱ 活性化に向けた取組状況



年度別無線配車回数の推移

タクシー事業者Ａ社(７２両)の１０月期無線配車回数を年度毎に見ると、平成１８年以降は、落ち込み傾向が続いて

いるが、平成２２年を境に幾分上昇傾向となっている。景気の不安定化により平成１８年度と比較すると約１４％の減少

となっている。今後、無線の高度化を一層推進し、効率的無線配車を実施することで旅客サービスの向上を目指すもの

である。

埼玉県Ａ地区

34,663
33,275

28,183
26,976 27,544 28,120 29,63130,000

35,000

28,183
26,976 26,606

27,544 28,120 29,631

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

無線配車回数 34,663 33,275 28,183 26,976 26,606 27,544 28,120 29,631

平成18年

10月

平成19年

10月

平成20年

10月

平成21年

10月

平成22年

10月

平成23年

10月

平成24年

10月

平成25年

10月
（回）
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年度別無線配車回数の推移

タクシー事業者Ａ社（２０両）の１０月期無線配車回数を年度毎に見ると平成１８年以降は、景気の慢性的な落ち込み

等により特に夜間時間帯の配車依頼が極端に少なく、平成１８年と比較すると約２６％の減少となっている。平成２４年

以降は持ち直し傾向になっているが、高齢化社会の進展等地域社会の変化などにより無線の機動性を生かした無線配

車の増加を期待するところである。

埼玉県Ｂ地区
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2,7573,000
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平成18年

10月

平成19年

10月

平成20年

10月

平成21年

10月

平成22年

10月

平成23年

10月

平成24年

10月

平成25年

10月
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安全性・機動性の維持向上：デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭシステム、
ドライブレコーダーの導入状況

デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭシステムの無線配車システムは、機動性を大幅にアップし、配車の自動化・効率化を向上

させる画期的なシステムであり、県内事業者においても高い導入率となっている。

また、ドライブレコーダーも大幅に導入されており、今後も迅速な計画配車、また、事故防止や乗務員教育を踏まえ

たサービス向上策の一環として導入の促進に取り組むことが必要である。

装着数 装着率 装着数 装着率

交通圏別（社）

デジタル式

GPS-AVMシステム
ドライブレコーダー

車両数
平成25年10月

＊ （ ）は、平成２４年９月の数値で、県南東部は平成２５年３月
上段は、平成２５年１０月現在の協会加盟会社の一般タクシー事業者

装着数 装着率 装着数 装着率

県南中央交通圏（５９社）
2,197両

(2,322両)
１,408両
(1,479両)

64.1%
(63.7%)

1,566両
(1,634両）

71.3%
(70.4%)

県南東部交通圏（４５社）
1,242両

(1,260両）
  922両

(  907両）
74.2%

(72.0%)
  765両

(  772両）
61.6%

(61.3%)

県南西部交通圏（５５社）
1,548両

（1,560両）
1,030両

(1,028両）
66.5%

(65.9%)
1,121両

(1,121両）
72.4%

(71.9%)

　県　北　交通圏（２５社）
457両

(  500両）
  337両

(  293両）
73.7%

(58.6%)
  358両

(  380両）
78.3%

(76.0%)

３７



ドライブレコーダーによる事件・事故等の情報提供への協力体制の確立

ド ラ イ ブ レ コ ー ダ ー は 当 初 、 社 内 の 事 故 防 止 対 策 や 乗 務 員 教 育 の 一 環 と し て 活 用 し て き た 経

過 が あ る 。 最 近 の 急 速 な 普 及 に よ り 、 そ の 映 像 記 録 情 報 が 犯 罪 や ひ き 逃 げ 行 為 な ど 事 件 解

決 の 重 要 な 端 緒 ・ 証 拠 と な る 事 例 が 出 て き て お り 、 情 報 提 供 協 定 締 結 に よ り タ ク シ ー 車 両 の 円

滑な情報提供が期待される。

ドライブレコーダー等情報映像提供協定締結式（Ｈ25.11.12)
ＰＣのモニター画面

３８



３９



４０



４１



運転免許返納者割引制度の拡大と促進

平成１８年１０月に「高齢者の運転免許の返納を促すことで、高齢者がかかわる交通事故を減らしたい」との羽生警察署

の提案により、羽生市内の２社のタクシー事業者が運転免許返納者割引制度を始めた。これまで被害者的立場だった高齢

者事故も逆にドライバーとして加害者になる交通事故も著しい増加傾向となっている現状を踏まえ、運転免許返納者に対す

る交通手段の支援を行うとして運転免許返納者割引制度を順次導入し、高齢者の交通事故防止と併せてタクシー利用の拡

大と促進を図っている。

運転免許返納者割引制度

事業者
数

平成25年10月現在

導入会
社

導入率

（％）

県南中央交通
圏

５９ ２１ ３５．６

県南東部交通
圏

４５ ７ １５．６

県南西部交通
圏

５５ １３ ２３．６

県 北 交 通
圏

２５ １３ ５２．０

４２



高齢化社会を迎えた現在、在宅高齢者の日常生活の利便

性向上とそれに伴う移動支援を実施することにより、社会生

活上必要不可欠な外出支援及び余暇活動等の社会参加の

促進を図る目的として外出時の移動を支援する。

嵐山町

高齢者外出支援タクシー助成事業への取り組み 「試行運用」

嵐山町高齢者外出支援タクシー助成券

４３



４４



４５



４６



４７



４８



【県南中央交通圏】

減車数 休車数 合計
削減数
①－④

削減率
(①－④)/①

H22.4.9・H22.4.28 共栄交通(株) 25 24 2 0 2 22 3 12.0%
H22.4.15 アサヒタクシー(株) 25 24 1 1 2 22 3 12.0%
H22.4.16 (株)八千代交通 46 46 3 3 6 40 6 13.0%
H22.4.20 大宮自動車(有) 40 40 3 2 5 35 5 12.5%
H22.4.20 すずめタクシー(有) 15 15 0 0 0 15 0 0.0%
H22.4.20 東浦和交通(有) 32 31 2 1 3 28 4 12.5%
H22.4.22 昭和交通(有) 19 19 1 0 1 18 1 5.3%
H22.4.22 みどりタクシー(有) 25 25 2 1 3 22 3 12.0%
H22.4.23 大宮交通(株) 66 66 4 3 7 59 7 10.6%
H22.4.23 関東観光タクシー(株) 45 44 2 2 4 40 5 11.1%
H22.4.23 三矢交通(株) 22 22 2 1 3 19 3 13.6%
H22.4.26 西武交通(有) 30 28 2 0 2 26 4 13.3%
H22.4.26 太平自動車交通(株) 26 24 1 0 1 23 3 11.5%
H22.4.27 上尾交通(有) 17 16 1 0 1 15 2 11.8%
H22.4.27 熊谷構内タクシー(株) 11 11 1 0 1 10 1 9.1%
H22.4.27 指扇交通(株) 27 25 0 1 1 24 3 11.1%
H22.4.27 (有)須賀タクシー 36 36 1 0 1 35 1 2.8%
H22.4.27 第三交通(株) 37 37 2 2 4 33 4 10.8%
H22.4.27 日栄交通(株) 21 21 1 0 1 20 1 4.8%
H22.4.27 山手観光自動車(株) 87 87 5 4 9 78 9 10.3%
H22.4.28 安立交通(株) 19 16 0 0 0 16 3 15.8%
H22.4.28 上尾相互タクシー(有) 12 12 1 0 1 11 1 8.3%
H22.4.28 (有)伊奈交通 17 17 1 1 2 15 2 11.8%
H22.4.28 (有)遠忠屋運輸 13 12 0 1 1 11 2 15.4%
H22.4.28 桶川タクシー(有) 48 46 1 2 3 43 5 10.4%
H22.4.28 桶川交通(有) 12 11 0 1 1 10 2 16.7%
H22.4.28 熊通タクシー(株) 35 34 0 0 0 34 1 2.9%
H22.4.28 埼京タクシー(株) 81 81 2 2 4 77 4 4.9%
H22.4.28 (株)さとぴタクシー 8 9 0 0 0 9 -1 -12.5%

特定事業計画認定事業者の事業者別事業再構築の状況（県南中央交通圏）

平成２６年１月３１日現在

申請日 事業者名

基準車両数
①

※H21.7.17現在
のタクシー車両数

基準日以後の
道路運送法での
減車後の車両数

②

事業再構築削減数
③

事業再構築実
施後の車両数

④
※②－③

事業再構築実施後の
供給力削減状況

資料 6－１

H22.4.28 (株)さとぴタクシー 8 9 0 0 0 9 -1 -12.5%
H22.4.28 ザ・キザン・ヒロ(有) 39 26 0 0 0 26 13 33.3%
H22.4.28 (株)ツバメタクシー 46 44 3 0 3 41 5 10.9%
H22.4.28 東洋タクシー(有) 12 12 1 1 2 10 2 16.7%
H22.4.28 ハッピータクシー(株) 68 68 4 4 8 60 8 11.8%
H22.4.28 鳩ヶ谷タクシー(株)※譲渡廃止 0 0 0 0 0 0
H22.4.28 （特）ハーモニカ 11 10 0 0 0 10 1 9.1%
H22.4.28 富士興業(株) 13 13 0 0 0 13 0 0.0%
H22.4.28 (株)見沼交通 10 10 0 0 0 10 0 0.0%
H22.4.28 (有)ヤジタ交通 22 20 0 0 0 20 2 9.1%
H22.4.30 安全興業(株) 33 33 1 0 1 32 1 3.0%
H22.4.30 イエローキャブ(株) 16 16 0 0 0 16 0 0.0%
H22.4.30 川口相互タクシー(株) 57 55 0 0 0 55 2 3.5%
H22.4.30 県南交通(株) 61 60 3 3 6 54 7 11.5%
H22.4.30 宝交通(株) 22 21 1 1 2 19 3 13.6%
H22.4.30 ツルヤ交通(株) 30 30 2 1 3 27 3 10.0%
H22.4.30 長谷川タクシー(有) 26 26 2 1 3 23 3 11.5%
H22.4.30 宮原交通(株) 19 18 0 1 1 17 2 10.5%
H22.4.30 みなとタクシー(有) 10 10 0 0 0 10 0 0.0%
H22.4.30 (株)与野交通 26 24 0 0 0 24 2 7.7%
H22.5.6 (有)南浦和タクシー 43 42 0 0 0 42 1 2.3%
H22.5.7 (株)埼玉交通 171 163 0 7 7 156 15 8.8%
H22.5.7 (株)平和自動車 67 63 0 3 3 60 7 10.4%
H22.5.7 山手タクシー(株) 17 17 0 0 0 17 0 0.0%
H22.5.10 日進一交通(有) 35 35 2 2 4 31 4 11.4%
H22.5.12 飛鳥交通(株) 262 248 0 14 14 234 28 10.7%
H22.5.13 大宮タクシー(株)イースタン 59 56 0 0 0 56 3 5.1%
H22.5.14 浦和自動車(株) 26 26 3 0 3 23 3 11.5%
H22.5.14 (株)つばめタクシー 94 92 3 5 8 84 10 10.6%
H22.5.17 ヤジタ交通（有） 10 10 0 0 0 10 0 0.0%
H22.5.17 日本交通埼玉(株) 110 104 0 5 5 99 11 10.0%
H22.5.17 ヨシエヒロ(有) 33 13 0 0 0 13 20 60.6%
H22.5.19 大和タクシー(有) 21 14 0 0 0 14 7 33.3%
H22.5.26 (株)平和観光 20 42 0 0 0 42 -22 -110.0%
H22.5.28 (有)川口自動車交通 164 158 3 8 11 147 17 10.4%
H22.6.2 国際交通(株) 39 34 0 0 0 34 5 12.8%
H22.6.2 (有)富士交通 14 14 0 0 0 14 0 0.0%
H22.6.8 (株)小原運輸倉庫 12 12 0 0 0 12 0 0.0%
H22.6.18 東都自動車交通(株) 33 31 1 0 1 30 3 9.1%
H22.9.3 (有)岩槻タクシー 100 100 0 0 0 100 0 0.0%
H22.9.14 上尾タクシー(有) 31 31 0 0 0 31 0 0.0%
H23.8.9 (有)ベルクラブ 5 5 0 0 0 5 0 0.0%H23.8.9 (有)ベルクラブ 5 5 0 0 0 5 0 0.0%
H23.9.3 (有)寿サービス 3 1 0 0 0 1 2 66.7%

2,787 2,686 70 84 154 2,532 255 9.1%県南中央交通圏計



【県南西部交通圏】

減車数 休車数 合計
削減数
①－④

削減率
(①－④)/①

H22.4.14 西武ハイヤー(株) 236 223 0 12 12 211 25 10.6%
H22.4.19 （株）川乗三和 55 51 1 4 5 46 9 16.4%
H22.4.19 (株)宮本交通 37 35 0 2 2 33 4 10.8%
H22.4.20 三和富士交通(株) 100 100 5 5 10 90 10 10.0%
H22.4.20 (有)東松山交通 18 18 1 0 1 17 1 5.6%
H22.4.21 日高ハイヤー(株) 10 9 0 1 1 8 2 20.0%
H22.4.22 (株)越生タクシー 23 21 0 1 1 20 3 13.0%
H22.4.23 観光タクシー(有) 38 36 0 2 2 34 4 10.5%
H22.4.23 初雁交通(株) 43 40 2 1 3 37 6 14.0%
H22.4.23 富士見ハイヤー(有) 20 19 1 0 1 18 2 10.0%
H22.4.23 (有)毛呂山タクシー 15 14 0 1 1 13 2 13.3%
H22.4.23 (有)吉見タクシー 6 5 0 0 0 5 1 16.7%
H22.4.26 朝霞交通(有) 15 14 1 0 1 13 2 13.3%
H22.4.26 朝日タクシー(有) 18 17 0 0 0 17 1 5.6%
H22.4.26 川越交通(有) 23 23 1 0 1 22 1 4.3%
H22.4.26 国際交通(株) 25 21 0 0 0 21 4 16.0%
H22.4.26 (有)志木合同タクシー 57 54 0 3 3 51 6 10.5%
H22.4.26 (有)昭和交通 84 82 0 0 0 82 2 2.4%
H22.4.26 (有)ダイイチ交通 10 10 0 0 0 10 0 0.0%
H22.4.26 (有)みずほ昭和 50 47 1 0 1 46 4 8.0%
H22.4.27 大久保第一交通(有) 18 18 1 1 2 16 2 11.1%
H22.4.27 高麗川交通(有) 12 11 0 1 1 10 2 16.7%
H22.4.27 三共交通(有) 45 42 1 1 2 40 5 11.1%
H22.4.27 サン第一交通(有) 15 15 1 1 2 13 2 13.3%
H22.4.27 埼玉第一交通(株) 41 41 3 2 5 36 5 12.2%
H22.4.27 (株)千代田交通 25 21 0 0 0 21 4 16.0%
H22.4.27 所沢交通(株) 26 24 2 0 2 22 4 15.4%

事業再構築削減数
③

事業再構築実
施後の車両数

④
※②－③

事業再構築実施後の
供給力削減状況

特定事業計画認定事業者の事業者別事業再構築の状況（県南西部交通圏）

平成２６年１月３１日現在

申請日 事業者名

基準車両数
①

※H21.7.17現在
のタクシー車両数

基準日以後の
道路運送法での
減車後の車両数

②

資料 ６－２

H22.4.27 所沢交通(株) 26 24 2 0 2 22 4 15.4%
H22.4.27 豊岡丸大タクシー(有) 49 49 3 3 6 43 6 12.2%
H22.4.27 練馬タクシー(株) 37 35 1 2 3 32 5 13.5%
H22.4.27 (有)原市場タクシー 17 16 0 1 1 15 2 11.8%
H22.4.27 緑交通(株) 21 21 1 1 2 19 2 9.5%
H22.4.28 イグチ交通(株) 20 19 0 0 0 19 1 5.0%
H22.4.28 いろは交通(株) 13 13 0 0 0 13 0 0.0%
H22.4.28 (有)川島タクシー 5 5 0 0 0 5 0 0.0%
H22.4.28 (有)サツキハウス 11 12 1 0 1 11 0 0.0%
H22.4.28 森林公園交通(株) 11 11 0 0 0 11 0 0.0%
H22.4.28 松葉交通(株) 12 11 0 1 1 10 2 16.7%
H22.4.30 (株)イーエム・アイ 0 5 0 0 0 5 -5
H22.4.30 (有)小川観光タクシー 17 16 0 1 1 15 2 11.8%
H22.4.30 近郊タクシー(有) 9 9 1 0 1 8 1 11.1%
H22.4.30 (株)新所タクシー 32 30 0 2 2 28 4 12.5%
H22.4.30 大成交通(株) 22 22 2 0 2 20 2 9.1%
H22.4.30 ダイヤモンド交通(有) 80 76 0 4 4 72 8 10.0%
H22.4.30 鶴瀬交通(株) 18 18 1 0 1 17 1 5.6%
H22.4.30 (有)鶴ヶ島交通 13 12 1 0 1 11 2 15.4%
H22.4.30 東上ハイヤー(株) 72 68 0 4 4 64 8 11.1%
H22.4.30 新座交通(株) 18 17 0 1 1 16 2 11.1%
H22.4.30 日彩交通(株) 14 14 0 0 0 14 0 0.0%
H22.4.30 (有)三芳野タクシー 31 29 0 2 2 27 4 12.9%
H22.4.30 山口交通(株) 16 16 1 1 2 14 2 12.5%
H22.5.12 (有)坂戸タクシー 20 19 0 1 1 18 2 10.0%
H22.5.19 大和タクシー(有) 39 39 2 2 4 35 4 10.3%
H22.5.24 飛鳥交通(株) 18 17 1 1 2 15 3 16.7%
H22.6.11 朝日自動車(株) 18 18 3 0 3 15 3 16.7%
H22.11.11 東京交通(株) 23 23 2 0 2 21 2 8.7%
H23.10.4 (有)みのり交通 8 8 0 0 0 8 0 0.0%
未申請 和光タクシー(合) 6 8 0 0 0 8 -2 -33.3%

1,735 1,667 41 65 106 1,561 174 10.0%県南西部交通圏計

（※基準車両数が０である場合、削減率の計算｛上記（①ー④/①｝ができないため削減率欄を空欄としている。）



【県南東部交通圏】

減車数 休車数 合計
削減数
①-④

削減率
(①-④)/①

H22.8.30 (有)福寿屋 17 17 1 1 2 15 2 11.8%

H22.8.31 飛鳥交通(株) 18 18 2 1 3 15 3 16.7%

H22.8.31 飛鳥交通春日部(株) 77 77 5 4 9 68 9 11.7%

H22.8.31 (有)ベンリーズ観光 13 13 0 0 0 13 0 0.0%

H22.9.2 瀬崎交通(株) 30 30 4 1 5 25 5 16.7%

H22.9.2 太平交通(株) 18 18 1 1 2 16 2 11.1%

H22.9.3 (有)上河原観光 20 19 1 0 1 18 2 10.0%

H22.9.3 (有)共和タクシー 19 19 1 1 2 17 2 10.5%

H22.9.3 栗橋タクシー(有) 12 12 1 1 2 10 2 16.7%

H22.9.3 三協交通(有) 9 8 0 0 0 8 1 11.1%

H22.9.3 幸手タクシー(有) 23 23 2 1 3 20 3 13.0%

H22.9.3 昭和タクシー(有) 17 17 1 1 2 15 2 11.8%

H22.9.3 菖蒲タクシー(有) 10 10 1 1 2 8 2 20.0%

H22.9.3 杉戸タクシー(有) 20 20 2 0 2 18 2 10.0%

H22.9.3 (有)彦成タクシー 35 35 2 2 4 31 4 11.4%

H22.9.3 (有)三郷交通 28 28 2 1 3 25 3 10.7%

H22.9.6 大さがみ交通(株) 20 20 1 0 1 19 1 5.0%

H22.9.6 栗橋構内野本タクシー(有) 14 14 1 1 2 12 2 14.3%

H22.9.6 (有)日昭交通 22 22 2 1 3 19 3 13.6%

H22.9.7 蒲生交通(株) 28 28 2 1 3 25 3 10.7%

H22.9.7 (有)久喜タクシー 31 31 2 2 4 27 4 12.9%

事業再構築削減数
③

事業再構築実施
後の車両数

④
※②-③

事業再構築実施後の
供給力削減状況

基準日以降の
道路運送法での
減車後の車両数

②

平成２６年１月３１日現在

特定事業計画認定事業者の事業者別事業再構築の状況（県南東部交通圏）

申請日 事業者名

基準車両数
①

※Ｈ２２．４．１現在
のタクシー車両数

資料 6-3

H22.9.7 (有)久喜タクシー 31 31 2 2 4 27 4 12.9%

H22.9.7 庄和交通(有) 12 12 1 1 2 10 2 16.7%

H22.9.7 白岡タクシー(株) 42 41 2 0 2 39 3 7.1%

H22.9.7 大都交通(株) 28 28 2 1 3 25 3 10.7%

H22.9.7 鳩交通(有) 30 30 2 1 3 27 3 10.0%

H22.9.7 松伏交通(有) 32 32 3 2 5 27 5 15.6%

H22.9.7 明治タクシー(有) 13 13 1 0 1 12 1 7.7%

H22.9.7 (同)鷲宮タクシー 15 15 1 1 2 13 2 13.3%

H22.9.8 東都自動車交通(株) 26 26 2 1 3 23 3 11.5%

H22.9.9 (株)織田 35 35 5 0 5 30 5 14.3%

H22.9.9 神明交通(株) 18 18 2 0 2 16 2 11.1%

H22.9.9 八潮タクシー(有) 28 28 1 0 1 27 1 3.6%

H22.9.9 ヨシエヒロ(有) 8 8 0 0 0 8 0 0.0%

H22.9.10 大利根タクシー(有) 12 11 0 1 1 10 2 16.7%

H22.9.10 (株)越谷タクシー 52 52 2 0 2 50 2 3.8%

H22.9.10 松栄川元交通(株) 89 89 9 0 9 80 9 10.1%

H22.9.10 草加ダイヤモンド交通(有) 78 78 4 4 8 70 8 10.3%

H22.9.10 南越谷タクシー(有) 35 35 2 2 4 31 4 11.4%

H22.9.10 都交通(株) 70 70 7 0 7 63 7 10.0%

H22.9.10 (有)吉川交通 43 43 4 1 5 38 5 11.6%

H22.9.13 魚利タクシー(有) 17 17 1 1 2 15 2 11.8%

H22.9.13 草加タクシー(株) 34 33 2 1 3 30 4 11.8%

H22.9.13 東界自動車交通(株) 60 60 5 4 9 51 9 15.0%

H22.9.13 野島運輸(株) 15 15 1 1 2 13 2 13.3%

H22.9.17 朝日自動車(株) 89 85 9 0 9 76 13 14.6%

H22.9.17 協栄交通(有) 33 33 2 2 4 29 4 12.1%

H22.9.30 (株)増田タクシー 24 24 2 1 3 21 3 12.5%

H22.10.28 (有)岩槻タクシー 65 65 0 0 0 65 0 0.0%

事業廃止 新古河タクシー(有) 5 0 0 0 0 0 5 100.0%

1,489 1,475 106 46 152 1,323 166 11.1%県南東部交通圏　計



【県北交通圏】

減車数 休車数 合計
削減数
①－④

削減率
(①－④)/①

H22.4.19 (有)本間タクシー 12 11 1 0 1 10 2 16.7%

H22.4.20 (株)鈴仲タクシー 15 11 3 0 3 8 7 46.7%

H22.4.20 ミツワ交通（株） 41 38 1 2 3 35 6 14.6%

H22.4.21 深谷合同タクシー(有) 21 20 0 0 0 20 1 4.8%

H22.4.22 昭和タクシー(株) 25 22 0 2 2 20 5 20.0%

H22.4.26 (有)明日香交通 13 13 0 0 0 13 0 0.0%

H22.4.26 中央タクシー(株) 17 17 1 1 2 15 2 11.8%

H22.4.26 ニュー埼玉交通(株)（H25.8.21廃止） 29 1 1 0 1 0 29 100.0%

H22.4.26 深谷タクシー(有) 22 21 0 1 1 20 2 9.1%

H22.4.26 寄居タクシー(有) 9 9 1 0 1 8 1 11.1%

H22.4.27 (有)井上商会 5 5 0 0 0 5 0 0.0%

H22.4.27 熊谷構内タクシー(株) 50 46 2 0 2 44 6 12.0%

基準車両数
①

※H20.7.11現在
のタクシー車両数

特定事業計画
申請時の
車両数
②

特定事業計画認定事業者の事業者別事業再構築の状況

平成２６年１月３１日現在

事業再構築削減数
③

事業再構築実
施後の車両数

④
※②－③

事業再構築実施後の
供給力削減状況

申請日 事業者名

資料 ６－４

H22.4.27 熊谷構内タクシー(株) 50 46 2 0 2 44 6 12.0%

H22.4.27 七福タクシー(有) 29 27 0 1 1 26 3 10.3%

H22.4.28 篭原タクシー(株) 35 33 0 2 2 31 4 11.4%

H22.4.28 秩鉄タクシー(株) 25 23 0 1 1 22 3 12.0%

H22.4.30 国際十王交通(株) 41 17 0 3 3 14 27 65.9%

H22.4.30 上信ハイヤー（株） 27 23 0 0 0 23 4 14.8%

H22.4.30 (有)本庄合同タクシー 26 26 2 0 2 24 2 7.7%

H22.5.7 騎西タクシー(有) 7 6 0 0 0 6 1 14.3%

H22.5.7 羽生タクシー(株) 18 18 1 1 2 16 2 11.1%

H22.5.7 本庄タクシー(株) 30 32 4 1 5 27 3 10.0%

H22.5.7 (株)増田タクシー 7 7 1 0 1 6 1 14.3%

H22.5.14 加須タクシー(株) 11 11 1 1 2 9 2 18.2%

H22.6.11 朝日自動車(株) 49 36 0 0 0 36 13 26.5%

H22.6.29 大信観光花園(有) 5 5 0 0 0 5 0 0.0%

H23.4.8 （株）桜交通 0 6 0 0 0 6 -6

572 484 19 16 35 449 123 21.5%県北交通圏計

（注意１）基準車両数が０である場合、削減率の計算｛上記（①ー④/①｝ができないため削減率欄を空欄としている。


